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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス端末である端末装置（ＵＥ）により実行される方法であって、
　複数の通信の同時送信を前記ＵＥがサポートしているか否かを１つ以上の周波数バンド
の組み合わせの各々について示したワイヤレス端末能力情報を生成する生成ステップと、
　前記ワイヤレス端末能力情報を送信する送信ステップと、を含み、
　前記複数の通信は、前記ＵＥと基地局との間の通信と、前記ＵＥと他のワイヤレス端末
との間で直接実行されるデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信と、から構成されてい
る、ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　ＲＲＣ接続状態にある前記ＵＥが第１のキャリア周波数における第１の在圏セルでサー
ビスされ、前記ＵＥは、前記第１のキャリア周波数とは異なる第２のキャリア周波数にお
いて前記Ｄ２Ｄ通信を実行する、ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記１つ以上の周波数バンドの組み合わせは、複数の在圏セルのために使用される複数
のキャリア周波数を含んでいる、ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　処理ユニットと送信ユニットを備えたワイヤレス端末である端末装置（ＵＥ）において
、
　前記処理ユニットが、複数の通信の同時送信を前記ＵＥがサポートしているか否かを１
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つ以上の周波数バンドの組み合わせの各々について示したワイヤレス端末能力情報を生成
し、
　前記送信ユニットが前記ワイヤレス端末能力情報を送信し、
　前記複数の通信は、前記ＵＥと基地局との間の通信と、前記ＵＥと他のワイヤレス端末
との間で直接実行されるデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信と、から構成されてい
る、ことを特徴とするＵＥ。
【請求項５】
　ＲＲＣ接続状態にある前記ＵＥが第１のキャリア周波数における第１の在圏セルでサー
ビスされ、前記ＵＥは、前記第１のキャリア周波数とは異なる第２のキャリア周波数にお
いて前記Ｄ２Ｄ通信を実行する、ことを特徴とする請求項４に記載のＵＥ。
【請求項６】
　前記１つ以上の周波数バンドの組み合わせは、複数の在圏セルのために使用される複数
のキャリア周波数を含んでいる、ことを特徴とする請求項４に記載のＵＥ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この出願は、参照により本明細書に組み込まれる、次の米国特許仮出願の優先権および
利益を主張する。「端末装置の無線周波数能力に基づくデバイス・ツー・デバイス・リソ
ースアロケーション方法（ＤＥＶＩＣＥ－ＴＯ－ＤＥＶＩＣＥ　ＲＥＳＯＵＲＣＥ　ＡＬ
ＬＯＣＡＴＩＯＮ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＢＡＳＥＤ　ＯＮ　ＵＳＥＲ　ＥＱＵＩＰＭＥＮＴ
　ＲＡＤＩＯ　ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ　ＣＡＰＡＢＩＬＩＴＹ）」と題する、２０１４年５
月８日出願の米国特許仮出願第６１／９９０，６５８号。
　技術分野
　本技術は、ワイヤレス通信に関し、特に、ワイヤレス・デバイス・ツー・デバイス（Ｄ
２Ｄ：ｄｅｖｉｃｅ－ｔｏ－ｄｅｖｉｃｅ）通信のための無線リソースの割り当てまたは
付与に関する。
【背景技術】
【０００２】
　セルラネットワークまたは他の電気通信システムの２つのユーザ機器端末（例えば、モ
バイル通信デバイス）が互いに通信を行うときに、それらのデータ経路は、典型的に、オ
ペレータ・ネットワークを通過する。ネットワークを通るデータ経路は、基地局および／
またはゲートウェイを含みうる。デバイスが互いにごく近接している場合、それらのデー
タ経路は、ローカル基地局を通じて局所的にルーティングされてもよい。一般に、基地局
のようなネットワーク・ノードとワイヤレス端末との間の通信は、「ＷＡＮ」または「セ
ルラ通信」として知られる。
【０００３】
　互いにごく近接した２つのユーザ機器端末は、基地局を通過する必要なしに直接リンク
を確立することも可能である。電気通信システムは、２つ以上のユーザ機器端末が互いに
直接通信を行うデバイス・ツー・デバイス（「Ｄ２Ｄ：ｄｅｖｉｃｅ－ｔｏ－ｄｅｖｉｃ
ｅ」）通信を用いうるか、または有効にできる。Ｄ２Ｄ通信においては、１つのユーザ機
器端末から１つ以上の他のユーザ機器端末へ音声およびデータ・トラフィック（本明細書
では「通信信号」と呼ばれる）が電気通信システムの基地局または他のネットワーク制御
デバイスを通じて通信されなくてもよい。デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信は、
最近になって「サイドリンク・ディレクト通信（ｓｉｄｅｌｉｎｋ　ｄｉｒｅｃｔ　ｃｏ
ｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）」としても知られるようになった。
【０００４】
　Ｄ２Ｄ通信、例えば、サイドリンク・ディレクト通信は、任意の適切な電気通信規格に
従って実装されたネットワークで用いることができる。かかる規格の非限定の例は、第３
世代パートナーシップ・プロジェクト（「３ＧＰＰ：３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐ
ａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ」）ロング・ターム・エボリューション（「ＬＴ
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Ｅ：Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ」）である。３ＧＰＰ規格は、第３および
第４世代ワイヤレス通信システムに関する世界的に適用可能な技術仕様および技術レポー
トを規定することを目指した連携合意である。３ＧＰＰは、次世代モバイル・ネットワー
ク、システム、およびデバイスに関する仕様を規定する。３ＧＰＰ　ＬＴＥは、将来の要
求に対処すべくユニバーサル・モバイル電気通信システム（ＵＭＴＳ：Ｕｎｉｖｅｒｓａ
ｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）モバイルフ
ォンまたはデバイス規格を改善するためのプロジェクトに与えられた名称である。一態様
において、ＵＭＴＳは、イボルブド・ユニバーサル地上無線アクセス（「Ｅ－ＵＴＲＡ：
Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅ
ｓｓ」）およびイボルブド・ユニバーサル地上無線アクセス・ネットワーク（「Ｅ－ＵＴ
ＲＡＮ：Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　
Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ」）にサポートおよび仕様を提供するために修正された。
Ｅ－ＵＴＲＡＮは、Ｄ２Ｄ通信を用いることができる電気通信規格の別の非限定の例であ
る。デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信（例えば、「サイドリンク・ディレクト通
信」）を、少なくとも部分的に、記載する３ＧＰＰ文書の非網羅的なリストは以下を含む
。
【０００５】
　３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２０１　ｖ１２．１．０，技術仕様，第３世代パートナーシップ
・プロジェクト；技術仕様グループ無線アクセス・ネットワーク；イボルブド・ユニバー
サル地上無線アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ）；ＬＴＥ物理レイヤ；概要（リリース１２）（２
０１４－１２）；
【０００６】
　３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１１　ｖ１２．４．０，技術仕様，第３世代パートナーシップ
・プロジェクト；技術仕様グループ無線アクセス・ネットワーク；イボルブド・ユニバー
サル地上無線アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ）；物理チャネルおよび変調（リリース１２）（２
０１４－１２）；
【０００７】
　３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１２　ｖ１２．３．０，技術仕様，第３世代パートナーシップ
・プロジェクト；技術仕様グループ無線アクセス・ネットワーク；イボルブド・ユニバー
サル地上無線アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ）；多重およびチャネル符号化（リリース１２）（
２０１４－１２）；
【０００８】
　３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１３　ｖ１２．０．０，技術仕様，第３世代パートナーシップ
・プロジェクト；技術仕様グループ無線アクセス・ネットワーク；イボルブド・ユニバー
サル地上無線アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ）；物理レイヤ手順（リリース１２）（２０１３－
１２）；
【０００９】
　３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１４　ｖ１２．１．０，技術仕様，第３世代パートナーシップ
・プロジェクト；技術仕様グループ無線アクセス・ネットワーク；イボルブド・ユニバー
サル地上無線アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ）；物理レイヤ；測定（リリース１２）（２０１４
－１２）；
【００１０】
　３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３００　ｖ１２．４．０，技術仕様，第３世代パートナーシップ
・プロジェクト；技術仕様グループ無線アクセス・ネットワーク；イボルブド・ユニバー
サル地上無線アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ）およびイボルブド・ユニバーサル地上無線アクセ
ス・ネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）；概説；状態２（リリース１２）（２０１４－１２
）；
【００１１】
　３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３０４　ｖ１２．３．０，技術仕様，第３世代パートナーシップ
・プロジェクト；技術仕様グループ無線アクセス・ネットワーク；イボルブド・ユニバー
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サル地上無線アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ）；アイドルモードにおける端末装置（ＵＥ：Ｕｓ
ｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）手順（リリース１２）（２０１４－１２）；
【００１２】
　３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３０６　ｖ１２．３．０，技術仕様，第３世代パートナーシップ
・プロジェクト；技術仕様グループ無線アクセス・ネットワーク；イボルブド・ユニバー
サル地上無線アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ）；端末装置（ＵＥ）無線アクセス能力（リリース
１２）（２０１４－１２）；
【００１３】
　３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３２１　ｖ１２．４．０，技術仕様，第３世代パートナーシップ
・プロジェクト；技術仕様グループ無線アクセス・ネットワーク；イボルブド・ユニバー
サル地上無線アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ）；媒体アクセス制御（ＭＡＣ：Ｍｅｄｉｕｍ　Ａ
ｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）プロトコル仕様（リリース１２）（２０１４－１２）；
【００１４】
　３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３２２　ｖ１２．１．０，技術仕様，第３世代パートナーシップ
・プロジェクト；技術仕様グループ無線アクセス・ネットワーク；イボルブド・ユニバー
サル地上無線アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ）；無線リンク制御（ＲＬＣ：Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎ
ｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）プロトコル仕様（リリース１２）（２０１４－９）；
【００１５】
　３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３２３　ｖ１２．２．０，技術仕様，第３世代パートナーシップ
・プロジェクト；技術仕様グループ無線アクセス・ネットワーク；イボルブド・ユニバー
サル地上無線アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ）；パケットデータコンバージェンスプロトコル（
ＰＤＣＰ：Ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）仕様
（リリース１２）（２０１４－１２）；および
【００１６】
　３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３３１　ｖ１２．４．０，技術仕様，第３世代パートナーシップ
・プロジェクト；技術仕様グループ無線アクセス・ネットワーク；イボルブド・ユニバー
サル地上無線アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ）；無線リソース制御（ＲＲＣ：Ｒａｄｉｏ　Ｒｅ
ｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）プロトコル仕様（リリース１２）（２０１４－１２）。
【００１７】
　デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信は、台頭する社会技術的動向を代表する、近
接性ベースのアプリケーションおよびサービスを提供する。ＬＴＥへの近接性サービス（
ＰｒｏＳｅ：Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）能力（Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ）の導
入は、３ＧＰＰ産業がこの発展する市場に役立ち、同時に、ＬＴＥにともにコミットして
いるいくつかの公共安全共同体の緊急のニーズに役立つことを可能にする。Ｄ２Ｄ通信に
関して現在想定されるのは、Ｄ２Ｄディスカバリおよび通信のために、ネットワーク・カ
バレッジ内のワイヤレス端末が制御ノードによって割り当てられたリソースを用いること
である。ワイヤレス端末がネットワーク・カバレッジ外にある場合、ワイヤレス端末は、
予め割り当てられたリソースを通信に用いてもよい。ワイヤレス端末がネットワーク・カ
バレッジ内／外のその状況を誤って判断した場合、例えば、ワイヤレス端末が予め割り当
てられたリソースをネットワーク・カバレッジ内で用いようとした場合には、強い干渉に
より現在のＬＴＥネットワークに影響を及ぼしかねず、そえゆえに非常に危険である。従
って、Ｄ２Ｄ通信に関して解決が必要とされる問題は、ワイヤレス端末がネットワーク・
カバレッジ内にあるかまたはネットワーク・カバレッジ外にあるかをワイヤレス端末がい
かに判断するかである。
【００１８】
　Ｄ２Ｄサービスは、ＰｒｏＳｅディレクト通信（例えば、Ｄ２Ｄ通信、サイドリンク・
ディレクト通信）およびＰｒｏＳｅディレクト・ディスカバリ（例えば、Ｄ２Ｄディスカ
バリ、サイドリンク・ディレクト・ディスカバリ）を含む。ＰｒｏＳｅディレクト通信は
、それによって２つのワイヤレス端末が互いにＰＣ５インターフェース（すなわち、２つ
のワイヤレス端末間の直接インターフェース）を通じて直接通信できる通信のモードであ
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る。この通信モードは、ワイヤレス端末がＥ－ＵＴＲＡＮによってサービスされるとき、
およびワイヤレス端末がＥ－ＵＴＲＡカバレッジ外にあるときにサポートされる。送信側
ワイヤレス端末は、それがデータ送信に用いようとするリソースを示すためにスケジュー
リング・アサインメント（ＳＡ：Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ）を受信
側ワイヤレス端末へ送信する。ＰｒｏＳｅディレクト・ディスカバリは、ＰｒｏＳｅ対応
ワイヤレス端末に近接した他のＰｒｏＳｅ対応ワイヤレス端末（単数または複数）をＥ－
ＵＴＲＡディレクト無線信号を用いてＰＣ５インターフェース経由で発見するために、そ
のＰｒｏＳｅ対応ワイヤレス端末によって用いられる手順として定義される。
【００１９】
　一般に、ネットワーク・カバレッジ検出は、下りリンク受信電力に基づくべきである。
現在の３ＧＰＰ仕様ＴＳ３６．２１３，バージョン１２．０．０（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ
．３ｇｐｐ．ｏｒｇ／ＤｙｎａＲｅｐｏｒｔ／３６２１３．ｈｔｍを参照）では、下りリ
ンク受信電力は、セル固有参照信号強度について測定される。カバレッジは、ワイヤレス
端末の下りリンク受信電力測定によって定義できるか、または実装および特定作業をさら
に簡単にするためにワイヤレス端末のＲＲＣ状態によって定義できる。上位レイヤに非同
期（ｏｕｔ－ｏｆ－ｓｙｎｃ）／同期（ｉｎ－ｓｙｎｃ）状況を示す目的で、ワイヤレス
端末によってプライマリセルの下りリンク無線リンク品質がモニタされる。ワイヤレス端
末における物理レイヤは、無線リンク品質が閾値Ｑｏｕｔより悪いときには、無線リンク
障害（ＲＬＦ：ｒａｄｉｏ　ｌｉｎｋ　ｆａｉｌｕｒｅ）レポートを通じて、無線リンク
品質が評価された無線フレームで、非同期（ｏｕｔ－ｏｆ－ｓｙｎｃ）を上位レイヤに示
すものとする。無線リンク品質が閾値Ｑｉｎより良いときには、無線リンク品質が評価さ
れた無線フレームで、ワイヤレス端末における物理レイヤが同期（ｉｎ－ｓｙｎｃ）を上
位レイヤに示すものとする。
【００２０】
　非同期（ｏｕｔ－ｏｆ－ｓｙｎｃ）の定義をＤ２Ｄ通信との関連でカバレッジ外の検出
に再び用いることは、いくつかの問題がある。例えば、ＲＬＦは、ＵＥワイヤレス端末が
ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードにあるときにのみ宣言される。そのうえ、たとえＲＬ
Ｆが正しいカバレッジ外の指示であることがレポートされても、プライマリセルのみに関
してであり、すなわち、ワイヤレス端末は、依然として同じエリアにおける他の使用可能
なネットワークのカバレッジ内にありうる。
【００２１】
　ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）におけるワイヤレス端末は、２つのＬＴ
Ｅ無線リソース制御（ＲＲＣ）状態またはモード、すなわち、ＲＲＣ＿ＩＤＬＥまたはＲ
ＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤのうちの１つにありうる。ワイヤレス端末は、ＲＲＣ接続が確
立されているとき、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤにある。これが当て嵌まらない場合（す
なわち、ＲＲＣ接続が確立されていない場合）、ワイヤレス端末は、ＲＲＣ＿ＩＤＬＥ状
態にある。ＲＲＣアイドルモードのワイヤレス端末に関しては、カバレッジ外の測定値と
していくつかのメトリック、例えば、同期信号（ＳＳ：ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ
　ｓｉｇｎａｌ）強度またはブロードキャスト信号強度が定義されてもよい。しかしなが
ら、これらのメトリックは、ＬＴＥネットワークに実装するには非常に複雑である。これ
らのすべてがレガシーＬＴＥネットワークに重い負担をかける。
【００２２】
　上述の理由から、Ｄ２Ｄ通信においてＤ２ＤサービスとＬＴＥセルラサービスとが同じ
周波数バンドを共有するときに、現在のネットワーク、例えば、ＬＴＥネットワークに対
するそのコンパクト（干渉）を最小限に抑えるために、ワイヤレス端末は、ワイヤレス端
末がネットワークのカバレッジ内にあるかまたはカバレッジ外にあるかに基づいて正しく
振舞う必要がある。この領域における課題は、（いくつかの理由のうちでもとりわけ）デ
バイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信を行うワイヤレス端末がネットワーク動作と干渉
することにならないように、ネットワーク・カバレッジを正確かつ効率的に検出すること
である。
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【００２３】
　それゆえに、とりわけ必要とされるのは、（例えば）ワイヤレス端末がアイドルモード
にあるときなどに、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）対応ワイヤレス端末の振舞いを
制御するなどの目的でリソース活用方法を選択して、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ
）対応ワイヤレス端末がカバレッジ内（ｉｎ－ｃｏｖｅｒａｇｅ）にあるかまたはカバレ
ッジ外（ｏｕｔ－ｏｆ－ｃｏｖｅｒａｇｅ）にあるかを確認するなどの目的でネットワー
ク・カバレッジを検出するための方法、装置、および／または技術である。本方法、装置
、および／または技術は、システムの複雑さを低減して通信のフレキシビリティおよび効
率を向上させる利益を提供する。
【００２４】
　Ｄ２Ｄ通信において、Ｄ２ＤサービスとＬＴＥセルラサービスとが同じ周波数を共有す
る場合、現在のネットワーク、例えば、ＬＴＥネットワークに対するそのコンパクト（干
渉）を最小限に抑えるために、ＵＥへのリソースアロケーションは、ＵＥがネットワーク
のカバレッジ内にあるかまたはカバレッジ外にあるかに基づいて正しく行われる必要があ
る。他方、１つのリソースアロケーション方法がアロケーションのために満足なリソース
を有することができないが、別の方法が依然として十分なリソースを有するときには、カ
バレッジ内のシナリオに負荷バランシングの課題も関連するであろう。
【００２５】
　先述のリソースアロケーションの問題がカバレッジの検出に密接に関係するので、検出
の問題は、（３ＧＰＰ　ＴＳＧ　ＲＡＮ　ＷＧ２ミーティング＃８５－ｂｉｓの合意にお
ける）レガシーＬＴＥのＲＲＣ状態と関連付けられた方法によって容易に解決できる、例
えば、ＵＥは、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態にあればカバレッジ内にある。しかしな
がら、ＵＥがマルチキャリア通信をサポートする場合には、問題がさらに複雑になる。複
雑化は、例えば、ＵＥの１つのキャリアがＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードにあり、別
のキャリアがＲＲＣ接続を何も有さないときに生じうる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　その態様のうちの１つにおいて、本明細書に開示される技術は、無線インターフェース
を通じて無線アクセスノードとワイヤレス通信を行うワイヤレス端末における方法に関す
る。基本的な実施形態およびモード例において、この方法は、ワイヤレス端末が別のワイ
ヤレス端末とのデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信のために用いうる無線リソース
のタイプに関する決定をワイヤレス端末が行うステップを備える。その決定は以下を備え
る。
　（１）以下のうちの１つ以上に従って、ワイヤレス端末がネットワーク割り当て無線リ
ソースを用いるべきであるという第１のモードの決定を行うこと、すなわち、
　　（１ａ）ワイヤレス端末は無線リソース制御（ＲＲＣ）接続状態であり、かつワイヤ
レス端末はネットワーク割り当て無線リソースを用いるようにノードによって設定される
こと；
　　（１ｂ）ワイヤレス端末は無線リソース制御（ＲＲＣ）アイドル状態であり、セルに
キャンプオンしていること；
　　（１ｃ）ワイヤレス端末は所定の閾値よりも高い下りリンク信号強度を有すること；
　　（１ｄ）ワイヤレス端末はノードからの専用情報によって、ネットワーク割り当て無
線リソースを用いるよう通知されていること；
　　（１ｅ）ワイヤレス端末はノードからのブロードキャスト情報によって、ネットワー
ク割り当て無線リソースを用いるよう通知されていること；
　　（１ｆ）ワイヤレス端末はノードからの専用情報によって、ワイヤレス端末自律的選
択無線リソースを用いるよう通知されていないこと；
　　（１ｇ）ワイヤレス端末はノードからのブロードキャスト情報によって、ワイヤレス
端末自律的選択無線リソースを用いるよう通知されていないこと；
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　（２）以下のうちの１つ以上に従って、ワイヤレス端末がワイヤレス端末自律的選択無
線リソースを用いるべきであるという第２のモードの決定を行うこと、すなわち、
　　（２ａ）ワイヤレス端末は無線リソース制御（ＲＲＣ）アイドル状態であること；
　　（２ｂ）ワイヤレス端末はいずれのセルにもキャンプオンできないこと；
　　（２ｃ）ワイヤレス端末は所定の閾値よりも低い下りリンク信号強度を有すること；
　　（２ｄ）ワイヤレス端末は所定の無線リンク問題を経験していること；
　　（２ｅ）ワイヤレス端末はノードからの専用情報によって、ワイヤレス端末自律的選
択無線リソースを用いるよう通知されていること；
　　（２ｆ）ワイヤレス端末はノードからのブロードキャスト情報によって、ワイヤレス
端末自律的選択無線リソースを用いるよう通知されていること；
　　（２ｇ）ワイヤレス端末はノードからの専用情報によって、ネットワーク割り当て無
線リソースを用いるよう通知されていないこと；
　　（２ｈ）ワイヤレス端末はノードからのブロードキャスト情報によって、ネットワー
ク割り当て無線リソースを用いるよう通知されていないこと。
　この方法はさらに、第１のモードの決定または第２のモードの決定のいずれかに従う無
線リソースをデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信のために用いるステップを備える
。
【００２７】
　ある１つの実施形態およびモード例において、この方法はさらに、第１のモードの決定
または第２のモードの決定のいずれかに従う無線リソースを用いて、デバイス・ツー・デ
バイス（Ｄ２Ｄ）信号を別のワイヤレス端末に送信するステップを備える。
【００２８】
　ある１つの実施形態およびモード例において、この方法はさらに、ワイヤレス端末が無
線リソース制御（ＲＲＣ）接続状態であり、かつワイヤレス端末がネットワーク割り当て
無線リソースを用いることをノードに許可されていれば、ワイヤレス端末がネットワーク
割り当て無線リソースを用いるべきであるという第１のモードの決定をワイヤレス端末が
行うステップと；ワイヤレス端末が無線リソース制御（ＲＲＣ）アイドル状態であり、か
つワイヤレス端末がワイヤレス端末自律的選択無線リソースを用いることをノードに許可
されているか；または無線リソース制御（ＲＲＣ）接続状態であり、かつワイヤレス端末
がワイヤレス端末自律的選択無線リソースを用いることをノードに許可されていれば、ワ
イヤレス端末がワイヤレス端末自律的選択無線リソースを用いるべきであるという第２の
モードの決定をワイヤレス端末が行うステップとを備える。
【００２９】
　ある１つの実施形態およびモード例において、この方法はさらに、ワイヤレス端末が所
定の無線リンク問題を経験しているときに、ワイヤレス端末がワイヤレス端末自律的選択
無線リソースを用いるべきであるという第２のモードの決定をワイヤレス端末が行うステ
ップを備え、この所定の無線リンク障害は、ＵＥがセルにキャンプオンするときのＲＬＦ
障害またはＲＲＣ接続リクエストに繰り返し失敗することを備える。
【００３０】
　別のその態様では、本明細書に開示される技術は、無線インターフェースを通じて無線
アクセスノードとワイヤレス通信を行うワイヤレス端末に関する。このワイヤレス端末は
、ノードとの無線通信および別のワイヤレス端末とのデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ
）通信のために設定されたトランシーバと、プロセッサとを備える。プロセッサは、ワイ
ヤレス端末が別のワイヤレス端末とのデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信のために
用いうる無線リソースのタイプに関する決定を行うように設定される。特に、プロセッサ
は以下のことを行うように設定される。
　（１）以下のうちの１つ以上に従って、ワイヤレス端末がネットワーク割り当て無線リ
ソースを用いるべきであるという第１のモードの決定を行うこと、すなわち、
　　（１ａ）ワイヤレス端末は無線リソース制御（ＲＲＣ）接続状態であり、かつワイヤ
レス端末はネットワーク割り当て無線リソースを用いるようにノードによって設定される
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こと；
　　（１ｂ）ワイヤレス端末は無線リソース制御（ＲＲＣ）アイドル状態であり、セルに
キャンプオンしていること；
　　（１ｃ）ワイヤレス端末は所定の閾値よりも高い下りリンク信号強度を有すること；
　　（１ｄ）ワイヤレス端末はノードからの専用情報によって、ネットワーク割り当て無
線リソースを用いるよう通知されていること；
　　（１ｅ）ワイヤレス端末はノードからのブロードキャスト情報によって、ネットワー
ク割り当て無線リソースを用いるよう通知されていること；
　　（１ｆ）ワイヤレス端末はノードからの専用情報によって、ワイヤレス端末自律的選
択無線リソースを用いるよう通知されていないこと；
　　（１ｇ）ワイヤレス端末はノードからのブロードキャスト情報によって、ワイヤレス
端末自律的選択無線リソースを用いるよう通知されていないこと；
　（２）以下のうちの１つ以上に従って、ワイヤレス端末がワイヤレス端末自律的選択無
線リソースを用いるべきであるという第２のモードの決定を行うこと、すなわち、
　　（２ａ）ワイヤレス端末は無線リソース制御（ＲＲＣ）アイドル状態であること；
　　（２ｂ）ワイヤレス端末はいずれのセルにもキャンプオンできないこと；
　　（２ｃ）ワイヤレス端末は所定の閾値よりも低い下りリンク信号強度を有すること；
　　（２ｄ）ワイヤレス端末は所定の無線リンク問題を経験していること；
　　（２ｅ）ワイヤレス端末はノードからの専用情報によって、ワイヤレス端末自律的選
択無線リソースを用いるよう通知されていること；
　　（２ｆ）ワイヤレス端末はノードからのブロードキャスト情報によって、ワイヤレス
端末自律的選択無線リソースを用いるよう通知されていること；
　　（２ｇ）ワイヤレス端末はノードからの専用情報によって、ネットワーク割り当て無
線リソースを用いるよう通知されていないこと；
　　（２ｈ）ワイヤレス端末はノードからのブロードキャスト情報によって、ネットワー
ク割り当て無線リソースを用いるよう通知されていないこと。
　トランシーバは、第１のモードの決定または第２のモードの決定のいずれかに従う無線
リソースをデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信のために用いるように設定される。
【００３１】
　ある１つの実施形態例において、トランシーバは、第１のモードの決定または第２のモ
ードの決定のいずれかに従う無線リソースを用いて、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ
）信号を別のワイヤレス端末に送信するように設定される。
【００３２】
　ある１つの実施形態例において、プロセッサはさらに、ワイヤレス端末が無線リソース
制御（ＲＲＣ）接続状態であり、かつワイヤレス端末がネットワーク割り当て無線リソー
スを用いることをノードに許可されていれば、ワイヤレス端末がネットワーク割り当て無
線リソースを用いるべきであるという第１のモードの決定を行い；ワイヤレス端末が無線
リソース制御（ＲＲＣ）アイドル状態であり、かつワイヤレス端末がワイヤレス端末自律
的選択無線リソースを用いることをノードに許可されているか；または無線リソース制御
（ＲＲＣ）接続状態であり、かつワイヤレス端末がワイヤレス端末自律的選択無線リソー
スを用いることをノードに許可されていれば、ワイヤレス端末がワイヤレス端末自律的選
択無線リソースを用いるべきであるという第２のモードの決定を行うように設定される。
【００３３】
　ある１つの実施形態例において、プロセッサはさらに、ワイヤレス端末が所定の無線リ
ンク問題を経験しているときに、ワイヤレス端末がワイヤレス端末自律的選択無線リソー
スを用いるべきであるという第２のモードの決定を行うように設定され、この所定の無線
リンク障害は、ＵＥがセルにキャンプオンするときのＲＬＦ障害またはＲＲＣ接続リクエ
ストに繰り返し失敗することを備える。
【００３４】
　別のその態様において、本明細書に開示される技術は、無線インターフェースを通じて
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無線アクセスノードとワイヤレス通信を行うワイヤレス端末における方法に関する。基本
的な実施形態およびモード例において、この方法は、所定の物理レイヤ条件の発生の際に
、ワイヤレス端末が無線アクセス・ネットワークのカバレッジ内にあるときの別のワイヤ
レス端末とのデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信のために、ワイヤレス端末が少な
くともいくつかのワイヤレス端末自律的選択デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）無線リ
ソースを用いるステップを備える。
【００３５】
　ある１つの実施形態例において、この方法はさらに、ワイヤレス端末が無線アクセス・
ネットワークのカバレッジ内にあるときに、ワイヤレス端末が少なくともいくつかのワイ
ヤレス端末自律的選択デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）無線リソースを用いてデバイ
ス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）信号を別のワイヤレス端末に送信するステップを備える。
【００３６】
　ある１つの実施形態およびモード例において、この方法はさらに、ワイヤレス端末のメ
モリに記憶された無線リソースの予め設定されたプールから、ワイヤレス端末が、少なく
ともいくつかのワイヤレス端末自律的選択デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）無線リソ
ースを取得するステップを備える。
【００３７】
　ある１つの実施形態例において、この方法はさらに、ワイヤレス端末がＲＲＣ接続状態
にあるときに、異なる無線リソースを用いるための後続の命令を受信するまで、ワイヤレ
ス端末が、少なくともいくつかのワイヤレス端末自律的選択デバイス・ツー・デバイス（
Ｄ２Ｄ）無線リソースを別のワイヤレス端末とのデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通
信のために用いるステップを備える。
【００３８】
　ある１つの実施形態例において、所定の物理レイヤ条件は、無線リンク障害を備える。
【００３９】
　別のその態様では、本明細書に開示される技術は、無線インターフェースを通じて無線
アクセスノードとワイヤレス通信を行うワイヤレス端末に関する。このワイヤレス端末は
、別のワイヤレス端末とのデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信のために設定された
送信機送信機と、プロセッサとを備える。プロセッサは、所定の物理レイヤ条件の発生の
際に、ワイヤレス端末が無線アクセス・ネットワークのカバレッジ内にあるときの別のワ
イヤレス端末とのデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信のために、少なくともいくつ
かのワイヤレス端末自律的選択デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）無線リソースを用い
るように設定される。
【００４０】
　ある１つの実施形態例において、送信機は、ワイヤレス端末が無線アクセス・ネットワ
ークのカバレッジ内にあるときに、少なくともいくつかのワイヤレス端末自律的選択デバ
イス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）無線リソースを用いてデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２
Ｄ）信号を別のワイヤレス端末に送信するように設定される。
【００４１】
　ある１つの実施形態例において、プロセッサは、ワイヤレス端末のメモリに記憶された
無線リソースの予め設定されたプールから、少なくともいくつかのワイヤレス端末自律的
選択デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）無線リソースを取得するように設定される。
【００４２】
　ある１つの実施形態例において、プロセッサはさらに、ワイヤレス端末が異なる無線リ
ソースを用いるための後続の命令を受信するまで、少なくともいくつかのワイヤレス端末
自律的選択デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）無線リソースを別のワイヤレス端末との
デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信のために用いるように設定される。
【００４３】
　ある１つの実施形態例において、所定の物理レイヤ条件は、無線リンク障害を備える。
【００４４】
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　別のその態様において、本明細書に開示される技術は、無線インターフェースを通じて
無線アクセスノードとワイヤレス通信を行うワイヤレス端末における方法に関する。この
方法は、ワイヤレス端末が、複数の周波数バンドを備えるマルチチャネル通信をサポート
するためのワイヤレス端末の能力の指示をノードに提供するステップと、ワイヤレス端末
がその複数の周波数バンドの少なくとも１つをデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信
のために用いるステップとを備える。
【００４５】
　ある１つの実施形態およびモード例において、ワイヤレス端末は、複数の周波数バンド
の組み合わせに対するＤ２Ｄ通信の送信をサポートすることに関するワイヤレス端末能力
情報をノードに送る。
【００４６】
　ある１つの実施形態およびモード例において、能力の指示は、ワイヤレス端末がマルチ
バンド周波数に利用するのに相応しい１つ以上のリソースアロケーション技術の識別を備
える。
【００４７】
　ある１つの実施形態およびモード例において、この方法はさらに、ワイヤレス端末が（
１）ＲＲＣ＿ＩＤＬＥモードであって第１のキャリア周波数にキャンプオンしているか、
または（２）ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードであって在圏セルによって第１のキャリ
ア周波数でサービスされるときに、ワイヤレス端末が別のＤ２Ｄ対応ワイヤレス端末に第
２のキャリア周波数でデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）信号を送信するためにワイヤ
レス端末自律的選択デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）無線リソースのみを用いるべき
かどうかの決定をワイヤレス端末が行うステップを備える。
【００４８】
　ある１つの実施形態およびモード例において、複数の周波数バンドは第１の周波数キャ
リアおよび第２の周波数キャリアを備え、この方法はさらに、ワイヤレス端末がマルチバ
ンド周波数に利用するのに相応しい１つ以上のリソースアロケーション技術の決定をワイ
ヤレス端末が行うステップを備え、１つ以上のリソースアロケーション技術の決定を行う
ステップは、ワイヤレス端末の無線リソース制御状態；および第１の周波数キャリアに割
り当てられた無線リソースのタイプのうちの１つ以上に基づくものである。
【００４９】
　ある１つの実施形態およびモード例において、能力の指示は、ワイヤレス端末がマルチ
バンド周波数に利用するのに相応しい１つ以上のリソースアロケーション技術の識別を備
える。
【００５０】
　ある１つの実施形態およびモード例において、第１の周波数キャリアに割り当てられる
無線リソースのタイプはネットワーク割り当て無線リソースであり、ワイヤレス端末がマ
ルチバンド周波数に利用するのに相応しい１つ以上のリソースアロケーション技術は、ワ
イヤレス端末がデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信のために第２のキャリア周波数
のワイヤレス端末自律的選択無線リソースを用いる能力を特徴とする。
【００５１】
　別のその態様では、本明細書に開示される技術は、無線インターフェースを通じて無線
アクセスノードとワイヤレス通信を行うワイヤレス端末に関する。このワイヤレス端末は
、トランシーバおよびプロセッサを備える。プロセッサは、複数の周波数バンドを備える
マルチチャネル通信をサポートするためのワイヤレス端末の能力の指示を発生させるよう
に設定される。トランシーバは、その指示をノードに送るように設定され、かつその複数
の周波数バンドの少なくとも１つをデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信のために用
いる。
【００５２】
　ある１つの実施形態例において、プロセッサは、複数の周波数バンドの組み合わせに対
するＤ２Ｄ通信の送信をサポートすることに関する能力情報を発生させるように設定され
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、トランシーバはその能力情報をノードに送る。
【００５３】
　ある１つの実施形態例において、能力の指示は、ワイヤレス端末がマルチバンド周波数
に利用するのに相応しい１つ以上のリソースアロケーション技術の識別を備える。
【００５４】
　ある１つの実施形態例において、プロセッサはさらに、ワイヤレス端末が（１）ＲＲＣ
＿ＩＤＬＥモードであって第１のキャリア周波数にキャンプオンしているか、または（２
）ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードであって在圏セルによって第１のキャリア周波数で
サービスされるときに、ワイヤレス端末が別のＤ２Ｄ対応ワイヤレス端末に第２のキャリ
ア周波数でデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）信号を送信するためにワイヤレス端末自
律的選択デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）無線リソースのみを用いるべきかどうかの
決定を行うように設定される。
【００５５】
　ある１つの実施形態例において、複数の周波数バンドは第１の周波数キャリアおよび第
２の周波数キャリアを備え、プロセッサはさらに、ワイヤレス端末がマルチバンド周波数
に利用するのに相応しい１つ以上のリソースアロケーション技術の決定を行うように設定
される。特にプロセッサは、ワイヤレス端末の無線リソース制御状態；および第１の周波
数キャリアに割り当てられた無線リソースのタイプのうちの１つ以上に基づいて１つ以上
のリソースアロケーション技術の決定を行うように設定される。
【００５６】
　ある１つの実施形態例において、能力の指示は、ワイヤレス端末がマルチバンド周波数
に利用するのに相応しい１つ以上のリソースアロケーション技術の識別を備える。
【００５７】
　ある１つの実施形態例において、第１の周波数キャリアに割り当てられる無線リソース
のタイプはネットワーク割り当て無線リソースであり、ワイヤレス端末がマルチバンド周
波数に利用するのに相応しい１つ以上のリソースアロケーション技術は、デバイス・ツー
・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信のために第２のキャリア周波数のワイヤレス端末自律的選択無
線リソースを用いるワイヤレス端末の能力を特徴とする。
【００５８】
　本明細書に開示される技術の前述および他の目的、特徴、ならびに利点は、添付図面に
示されるような好ましい実施形態の以下のさらに個別的な記載から明らかであろう。図中
、参照文字は様々な図にわたって同じ部分を指す。図面は、必ずしも縮尺通りではなく、
その代わりに本明細書に開示される技術の原理を説明することに重点が置かれる。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１Ａ】ワイヤレス端末がデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信に参加して本明細
書に開示される技術の各態様を実装する無線通信ネットワークの実施形態例の概略図であ
る。
【図１Ｂ】ワイヤレス端末がデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信に参加して本明細
書に開示される技術の各態様を実装する無線通信ネットワークの実施形態例の概略図であ
る。
【図１Ｃ】ワイヤレス端末がデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信に参加して本明細
書に開示される技術の各態様を実装する無線通信ネットワークの実施形態例の概略図であ
る。
【図１Ｄ】ワイヤレス端末がデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信に参加して本明細
書に開示される技術の各態様を実装する無線通信ネットワークの実施形態例の概略図であ
る。
【図１Ｅ】ワイヤレス端末がデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信に参加して本明細
書に開示される技術の各態様を実装する無線通信ネットワークの実施形態例の概略図であ
る。
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【図１Ｆ】ワイヤレス端末がデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信に参加して本明細
書に開示される技術の各態様を実装する無線通信ネットワークの実施形態例の概略図であ
る。
【図１Ｇ】ワイヤレス端末がデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信に参加して本明細
書に開示される技術の各態様を実装する無線通信ネットワークの実施形態例の概略図であ
る。
【図１Ｈ】図１Ａ～図１Ｇの実施形態のいずれかまたはすべてに実装されてもよいさらに
詳細な実装例の概略図である。
【図２】カバレッジ外検出方法例と併せて活用されてもよい異なるタイプのセル選択／再
選択方策を示す図である。
【図３Ａ】デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信に携わるワイヤレス端末がいつカバ
レッジ外の状況に遭遇するかを判断する一般的な方法に含まれる基本的な動作またはステ
ップ例を示すフロー図である。
【図３Ｂ】デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信に携わるワイヤレス端末がいつカバ
レッジ外の状況に遭遇するかを判断するカウンタ・ベースの方法に含まれる基本的な動作
またはステップ例を示すフロー図である。
【図４Ａ】カバレッジ内およびカバレッジ外の両方の状況に関してリソース・モードを示
す図である。
【図４Ｂ】カバレッジ内およびカバレッジ外の両方の状況に関してリソース・モードを示
す図であり、ある１つの実施形態およびモード例による例外的なケースのリソース・モー
ドも示す。
【図５】無線アクセスノードおよび／またはワイヤレス端末を備えうる電子機器の実施形
態例を示す概略図である。
【図６】ＲＲＣアイドルの遷移およびロジックを示す。
【図７】第１のキャリア周波数（単数または複数）でＷＡＮ信号を送信し、第２のキャリ
ア周波数（単数または複数）でＤ２Ｄ信号を送信するマルチキャリア通信例を示し、ここ
では同時送信（時間重複）がサポートされる。
【図８】第１のキャリア周波数（単数または複数）でＷＡＮ信号を送信し、第２のキャリ
ア周波数（単数または複数）でＤ２Ｄ信号を送信するマルチキャリア通信例を示し、ここ
では同時送信がサポートされない。
【図９】第１のキャリア周波数（単数または複数）でＷＡＮ信号を受信し、第２のキャリ
ア周波数（単数または複数）でＤ２Ｄ信号を送信するマルチキャリア通信例を示し、ここ
では同時送信（時間重複）がサポートされる。
【図１０】第１のキャリア周波数（単数または複数）でＷＡＮ信号を受信し、第２のキャ
リア周波数（単数または複数）でＤ２Ｄ信号を送信するマルチキャリア通信例を示し、こ
こでは同時送信がサポートされない。
【図１１】第１のキャリア周波数（単数または複数）でＷＡＮ信号を受信および／または
送信し、第２のキャリア周波数（単数または複数）でＤ２Ｄ信号を送信するマルチキャリ
ア通信例を示し、ここでは同時送信（時間重複）がサポートされる。
【図１２】第１のキャリア周波数（単数または複数）でＷＡＮ信号を受信および／または
送信し、第２のキャリア周波数（単数または複数）でＤ２Ｄ信号を送信するマルチキャリ
ア通信例を示し、ここでは同時送信がサポートされない。
【図１３】第１のキャリア周波数（単数または複数）でＷＡＮ信号を受信および／または
送信し、第２のキャリア周波数（単数または複数）でＤ２Ｄ信号を送信するマルチキャリ
ア通信例を示し、ここでは同時送信がサポートされて、第１の周波数のうちの１つがＷＡ
ＮおよびＤ２Ｄによって共有される。
【図１４】第１のキャリア周波数（単数または複数）でＷＡＮ信号を受信し、第２のキャ
リア周波数（単数または複数）でＤ２Ｄ信号を送信するＲＲＣ＿ＩＤＬＥにおけるＵＥの
ためのマルチキャリア通信の例を示し、ここでは同時送信（時間重複）がサポートされる
。
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【図１５】第１のキャリア周波数（単数または複数）でＷＡＮ信号を受信し、第２のキャ
リア周波数（単数または複数）でＤ２Ｄ信号を送信する、ＲＲＣ＿ＩＤＬＥにおけるＵＥ
のためのマルチキャリア通信の例を示し、ここでは同時送信がサポートされない。
【発明を実施するための形態】
【００６０】
　以下の記載では、限定ではなく説明の目的で、本明細書に開示される技術の十分な理解
を提供するために個別的なアーキテクチャ、インターフェース、技術などの具体的な詳細
が提示される。しかしながら、本明細書に開示される技術は、これらの具体的な詳細から
逸脱した他の実施形態で実施されてもよいことが当業者には明らかであろう。すなわち、
当業者は、本明細書に明示的には記載または図示されないが、本明細書に開示される技術
の原理を具現し、その精神および範囲内に含まれる様々な構成を考案することが可能であ
ろう。いくつかの事例では、本明細書に開示される技術の記載を不必要な詳細によって曖
昧にしないために、よく知られたデバイス、回路、および方法の詳細な記載は省略される
。本明細書に開示される技術の原理、態様、および実施形態、ならびにそれらの具体例を
列挙する本明細書におけるすべての記述は、それらの構造的および機能的な等価物の両方
を包含することが意図される。加えて、かかる等価物は、現在知られた等価物ならびに将
来開発される等価物、すなわち、構造に係わらず同じ機能を行う任意の開発される要素を
いずれも含むことが意図される。
【００６１】
　従って、例えば、本明細書におけるブロック図が本技術の原理を具現する例示的な回路
素子または他の機能ユニットの概念図を表現できることを当業者は理解するであろう。同
様に、当然のことながら、任意のチャート、状態遷移図、擬似コードなどは、コンピュー
タ可読媒体で実質的に表現されてもよい様々なプロセスを表し、これらのプロセスは、か
かるコンピュータまたはプロセッサが明示的に示されるか否かに係らず、コンピュータま
たはプロセッサによってそのように実行されてもよい。
【００６２】
　本明細書では、用語「デバイス・ツー・デバイス（「Ｄ２Ｄ」）通信」は、セルラネッ
トワークまたは他の電気通信システム上で動作する複数のワイヤレス端末の間の通信のモ
ードを指すことができ、このモードでは１つのワイヤレス端末から別のワイヤレス端末へ
の通信データ・トラフィックがセルラネットワークまたは他の電気通信システムにおける
集中基地局または他のデバイスを通過しない。先に説明されたように、デバイス・ツー・
デバイス（Ｄ２Ｄ）通信は、より最近の用語「サイドリンク・ディレクト通信」によって
も知られる。通信データは、通信信号を用いて送信され、ワイヤレス端末のユーザによる
消費を意図した音声通信またはデータ通信を含むことができる。通信信号は、第１のワイ
ヤレス端末から第２のワイヤレス端末へＤ２Ｄ通信によって直接に送信されてもよい。様
々な態様において、Ｄ２Ｄパケット送信に関連する制御シグナリングは、基礎をなすコア
ネットワークまたは基地局によってすべて、いくらかが管理もしくは生成されてもよく、
または何も管理または生成されなくてもよい。追加または代わりの態様では、受信側ユー
ザ機器端末が送信側ユーザ機器端末と１つ以上の追加の受信側ユーザ機器端末との間で通
信データ・トラフィックをリレーしてもよい。
【００６３】
　本明細書では、用語「コアネットワーク」は、電気通信ネットワークのユーザにサービ
スを提供する電気通信ネットワークにおけるデバイス、デバイス群、またはサブシステム
を指すことができる。コアネットワークによって提供されるサービスの例は、アグリゲー
ション、認証、呼切り替え、サービス呼出し、他のネットワークへのゲートウェイなどを
含む。
【００６４】
　本明細書では、用語「ワイヤレス端末」は、電気通信システム、例えば、（それには限
定されないが）セルラネットワークによって音声および／またはデータを通信するために
用いられる任意の電子デバイスを指すことができる。ワイヤレス端末を指すために用いら
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れる他の専門用語およびかかるデバイスの非限定の例は、ユーザ機器端末、ＵＥ、移動局
、モバイルデバイス、アクセス端末、加入者局、移動端末、遠隔局、ユーザ端末、端末、
加入者ユニット、セルラフォン、スマートフォン、携帯情報端末（「ＰＤＡ：ｐｅｒｓｏ
ｎａｌ　ｄｉｇｉｔａｌ　ａｓｓｉｓｔａｎｔ」）、ラップトップコンピュータ、ネット
ブック、電子書籍リーダ、ワイヤレス・モデムなどを含むことができる。
【００６５】
　本明細書では、用語「アクセスノード」、「ノード」、または「基地局」は、ワイヤレ
ス通信を促進するか、または別の方法でワイヤレス端末と電気通信システムとの間のイン
ターフェースを提供する任意のデバイスまたはデバイス群を指すことができる。基地局の
非限定の例は、３ＧＰＰ仕様では、Ｎｏｄｅ　Ｂ（「ＮＢ」）、ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｎｏ
ｄｅ　Ｂ（「ｅＮＢ」）、ｈｏｍｅ　ｅＮＢ（「ＨｅＮＢ」）またはその他の同様の専門
用語を含むことができる。基地局の別の非限定の例は、アクセスポイントである。アクセ
スポイントは、ワイヤレス端末のためにデータ・ネットワーク、例えば（以下には限定さ
れないが）ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ：Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ）、広域ネットワーク（ＷＡＮ：Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、インターネ
ットなどへのアクセスを提供する電子デバイスであってもよい。本明細書に開示されるシ
ステムおよび方法のいくつかの例が所定の規格（例えば、３ＧＰＰリリース８、９、１０
、１１および／または１２）に関連して記載されるが、本開示の範囲は、この点で限定さ
れるべきではない。本明細書に開示されるシステムおよび方法の少なくともいくつかの態
様は、他のタイプのワイヤレス通信システムで利用されてもよい。
【００６６】
　本明細書では、用語「電気通信システム」または「通信システム」は、情報を送信する
ために用いられるデバイスの任意のネットワークを指すことができる。電気通信システム
の非限定の例は、セルラネットワークまたは他のワイヤレス通信システムである。
【００６７】
　本明細書では、用語「セルラネットワーク」は、複数のセルにわたって分布し、各セル
が少なくとも１つの固定位置トランシーバ、例えば、基地局によってサービスされるネッ
トワークを指すことができる。「セル」は、インターナショナル・モバイル・テレコミュ
ニケーションズ－アドバンスト（ＩＭＴＡｄｖａｎｃｅｄ：Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ－Ａｄｖａｎｃｅｄ）に用いる
ために規格化または規制団体によって仕様が定められた任意の通信チャネルであってもよ
い。基地局、例えばＮｏｄｅ　ＢとＵＥ端末との間の通信に用いるためにセルのすべてま
たはサブセットが３ＧＰＰによってライセンス取得バンド（例えば、周波数バンド）とし
て採用される。ライセンス取得周波数バンドを用いたセルラネットワークは、構成セルを
含むことができる。構成セルは、ＵＥ端末が認識しており、情報を送信または受信するこ
とが基地局によって許容されたセルを含むことができる。
【００６８】
　本明細書では、「Ｄ２Ｄ信号」（単数または複数）は、Ｄ２Ｄ通信および／またはディ
スカバリのためのチャネル、参照信号、および同期信号を含む。
【００６９】
　本明細書に開示される技術の態様のうちの１つは、例えば、Ｄ２Ｄ通信の目的でＬＴＥ
ネットワーク・カバレッジを検出するための解決法を提供する。現在優勢なコンセンサス
は、ネットワーク・カバレッジ検出が下りリンク受信電力に少なくとも基づくべきである
ということである。しかしながら、本明細書に開示される技術は、ネットワーク・カバレ
ッジ検出のために、何か新しいタイプの受信信号電力測定および／または新しい処理を必
要とするのではなく、既知のワイヤレス端末状態情報、特に、アイドルモードＵＥの状態
を活用し、それを駆使する。
【００７０】
　本明細書に開示される技術のカバレッジ外検出方法および装置の考察の前置きとして、
アイドルモード；セル分類およびＲＲＣアイドル状態に係るサービス・タイプ、ならびに
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セル選択および再選択の基本概念が手短に概観される。
【００７１】
　ワイヤレス端末がＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードにある場合、ワイヤレス端末と無
線アクセスノード（例えば、ｅＮｏｄｅＢ）との間には通常のＲＲＣ接続があり、従って
、ワイヤレス端末は、明らかにネットワーク・カバレッジ内にある。しかし、ワイヤレス
端末がアイドルモードにあるときには、ワイヤレス端末は、ネットワーク・カバレッジ内
（例えば、ｉｎ－ｃｏｖｅｒａｇｅ）にあってもなくてもよい。ＴＳ３６．３０４（Ｖ１
１．６．０）は、ワイヤレス端末に関して５つの無線リソース制御（ＲＲＣ）状態をリス
トし、それらのうちの３つがアイドルモードに属する。アイドルモードに属する３つのＲ
ＲＣ状態は、「正常キャンプ（Ｃａｍｐｅｄ　Ｎｏｒｍａｌｌｙ）」、「任意セルへのキ
ャンプオン（Ｃａｍｐｅｄ　ｏｎ　Ａｎｙ　Ｃｅｌｌ）」；および「任意セル選択（Ａｎ
ｙ　Ｃｅｌｌ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）」である。
【００７２】
　正常キャンプ状態では、ワイヤレス端末は、システム情報で送信された情報に従ってセ
ルの示されたページング・チャネルを選択してモニタし；関連するシステム情報（ＳＩ：
Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）をモニタして；セル再選択評価手順に必要な測
定を行い；ある一定のオケージョン／トリガの発生の際にセル再選択評価プロセスを実行
する。
【００７３】
　任意セルへのキャンプオン状態では、ワイヤレス端末は、関連するシステム情報をモニ
タして；セル再選択評価手順に必要な測定を行い；ある一定のオケージョン／トリガの発
生の際にセル再選択評価プロセスを実行する。加えて、ワイヤレス端末は、ワイヤレス端
末によってサポートされるすべての無線アクセス技術（ＲＡＴ：ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅｓ
ｓ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）のすべての周波数を試すことによって、定期的に適切なセル
を見つけようと試みる。適切なセルが見つかった場合、ワイヤレス端末は、正常キャンプ
状態へ移る。ワイヤレス端末が音声サービスをサポートし、現在のセルがシステム情報に
示されるような緊急呼をサポートしない場合、ワイヤレス端末は、適切なセルが何も見つ
からなければ、現在のセルからのシステム情報で与えられる優先度に係らず、任意のサポ
ートされたＲＡＴの受容可能セルに対してセル選択／再選択を行う。
【００７４】
　任意セル選択状態では、ワイヤレス端末は、ワイヤレス端末によってサポートされるす
べての無線アクセス技術（ＲＡＴ）を試し、最初に高品質セルを検索して、キャンプオン
するために任意のパブリック・ランド・モバイルネットワーク（ＰＬＭＮ：ｐｕｂｌｉｃ
　ｌａｎｄ　ｍｏｂｉｌｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ）の受容可能セルを見つけようと試みる。
【００７５】
　セルにキャンプオンする動作は、いくつかのサービスへのアクセスを得るために必要で
ある。一般に、ワイヤレス端末に対して定義された３つのレベルのサービスがある。第１
のサービスレベルの限定的サービスは、受容可能セル上の緊急呼、地震および津波警報シ
ステム（ＥＴＷＳ：Ｅａｒｔｈｑｕａｋｅ　ａｎｄ　Ｔｓｕｎａｍｉ　Ｗａｒｎｉｎｇ　
Ｓｙｓｔｅｍ）、ならびに商用携帯警報システム（ＣＭＡＳ：Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ　Ｍ
ｏｂｉｌｅ　Ａｌｅｒｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）を可能にする。第２のサービスレベルの通常サ
ービスは、適切なセル上の公共利用を有効にする。第３のサービスレベルの事業者サービ
スは、予約されたセル上の事業者専用である。
【００７６】
　以上のことから明らかなように、セルは、それらがどのようなサービスを提供するかに
従って分類される。上述されたのは、「適切なセル」、「予約されたセル」、および「受
容可能セル」である。「受容可能セル」は、限定されたサービスを得る（緊急呼を生じさ
せて、ＥＴＷＳおよびＣＭＡＳ通知を受信する）ためにワイヤレス端末がキャンプオンし
てもよいセルである。かかるセルは、Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークで緊急呼を開始してＥ
ＴＷＳおよびＣＭＡＳ通知を受信するための必要条件の最小限のセットを満たす。「適切
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なセル」は、通常のサービスを得るためにワイヤレス端末がキャンプオンしてもよいセル
である。ＵＥは、有効なＵＳＩＭを有するものとし、かかるセルは、ある一定の特定され
た必要条件を満たすものとする。セルは、それがシステム情報で予約されていることが示
される場合、「予約されたセル」である。
【００７７】
　非アクセス層（ＮＡＳ：Ｎｏｎ－Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ）のリクエストの際に
、利用可能なＰＬＭＮに関して検索が行われる。その際、ワイヤレス端末は、利用可能な
ＰＬＭＮを見つけるために、その能力に従ってＥ－ＵＴＲＡバンドにおけるすべての無線
周波数（ＲＦ：ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）チャネルをスキャンする。各キャリア
上で、ワイヤレス端末は、最も強いセルを検索して、そのセルがどのＰＬＭＮ（単数また
は複数）に属するかを見つけ出すためにそのシステム情報を読み出す。ワイヤレス端末が
最も強いセルで１つまたはいくつかのＰＬＭＮアイデンティティを読み出すことができた
場合、見つかった各ＰＬＭＮは、ある一定の品質基準が満たされるならば、高品質ＰＬＭ
Ｎとして（但し、ＲＳＲＰ値を伴わずに）ＮＡＳへレポートされる。高品質基準を満足し
ないが、ワイヤレス端末がＰＬＭＮアイデンティティを読み出すことができた見つかった
ＰＬＭＮは、ＲＳＲＰ値とともにＮＡＳへレポートされる。ワイヤレス端末が一旦ＰＬＭ
Ｎを選択すると、そのＰＬＭＮの適切なセルを選択してキャンプオンするためにセル選択
手順が行われる。
【００７８】
　セル選択および再選択手順では、ワイヤレス端末がある一定の特定された測定を行う。
ＮＡＳは、セル選択が行われるＲＡＴ（単数または複数）を、例として、選択されたＰＬ
ＭＮと関連付けられたＲＡＴ（単数または複数）を示すことによって、および禁止された
登録エリア（単数または複数）のリストおよび等価なＰＬＭＮのリストを維持することに
よって制御できる。ワイヤレス端末は、アイドルモード測定結果およびセル選択基準に基
づいて適切なセルを選択する。セルにキャンプオンしているときに、ワイヤレス端末は、
セル再選択基準に従って定期的により良好なセルを検索する。より良好なセルが見つかっ
た場合、そのセルが選択される。セルの変更は、ＲＡＴの変更を示唆する。
【００７９】
　このように、ワイヤレス端末は、アイドルモードに伴って３つの前述の状態にわたって
遷移してもよい。セル選択／再選択を通じて、ワイヤレス端末が登録拒否なしにキャンプ
オンするための適切なセルを見つけた（選択されたＰＬＭＮが利用可能である）場合、ア
イドルモードにあるワイヤレス端末は、正常キャンプ状態へ移る。そうでない場合には、
ワイヤレス端末は、任意セル選択状態へ移る。ワイヤレス端末がキャンプオンするための
受容可能セルを見つけた（選択されたＰＬＭＮが利用可能でない）場合には、ワイヤレス
端末は、任意セルへのキャンプオン状態へ移る。受容可能セルが何も見つからない場合、
ワイヤレス端末は、任意セル選択状態のままである。任意セルへのキャンプオン状態にあ
るワイヤレス端末が、キャンプオンするための適切なセルを見つけた場合、ワイヤレス端
末は、直接に「正常キャンプ」へ移る。アイドルモードの様態は他にもいくつかあるが、
特にこれらの遷移が、３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３０４　Ｖ８．２．０（２００８－０５）５
．２．２節から再現された図６に示される。
【００８０】
　Ａ．ネットワーク、ノード、およびデバイスの概要
【００８１】
　図１Ａは、無線アクセスノード２２がエアまたは無線インターフェース２４を通じて第
１のワイヤレス端末２６１と通信する例示の通信システム２０を示す。ノード２２は、ノ
ード・プロセッサ３０およびノード送信機３２を備える。第１のワイヤレス端末２６１は
、端末プロセッサ４０および端末トランシーバ４２を備える。端末トランシーバ４２は、
典型的に端末送信機回路素子４４および端末受信機回路素子４６を備える。
【００８２】
　一般に、動作ノード２２および第１のワイヤレス端末２６１は、無線インターフェース
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２４を介して互いに通信する。これは、典型的にはノード２２のスケジューラによってフ
ォーマットされて準備された情報の「フレーム」を用いて行うことができる。ロング・タ
ーム・エボリューション（ＬＴＥ）では、下りリンク部分（単数または複数）および上り
リンク部分（単数または複数）の両方を有する、フレームがノードとワイヤレス端末との
間で通信される。各ＬＴＥフレームは、複数のサブフレームを備える。時間領域では、各
ＬＴＥサブフレームが２つのスロットに分割される。各スロットで送信される信号は、リ
ソース要素（ＲＥ：ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ）からなるリソース・グリッドに
よって記述される。
【００８３】
　ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）は、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）および
上位レイヤから受信された情報を運ぶ多数の下りリンク物理チャネルを定義する。ロング
・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）では、専用のデータ・チャネルを用いず、その代
わりに共有チャネル・リソースが下りリンクおよび上りリンクの両方で用いられる。例え
ば、物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）は、ユニキャスト・データ送信用の主要
な物理チャネルであり、ページング情報の送信にも用いられる。これらの共有リソースは
、それぞれ受信および送信のために下りリンクおよび上りリンク共有チャネルの異なる部
分を異なるワイヤレス端末に割り当てる１つ以上のスケジューラによって制御される。共
有チャネルに対するアサインメントは、各下りリンクサブフレームの先頭に設けられた制
御領域で送信される。物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄ
ｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）がワイヤレス端末に対するリソース
・アサインメントを運ぶ。
【００８４】
　ワイヤレス端末が情報を上りリンク上でノード２２へ送信することを望むときに、ワイ
ヤレス端末は、ノード２２へスケジューリング・リクエストを送信して、その後にバッフ
ァステータスレポート（ＢＳＲ：ｂｕｆｆｅｒ　ｓｔａｔｕｓ　ｒｅｐｏｒｔ）が続き、
ノード２２は、ワイヤレス端末が上りリンク送信を行おうと意図していることをＢＳＲか
ら判断できる。その後、下りリンク（ＤＬ）サブフレームで、ノード２２は、ワイヤレス
端末がその所望の上りリンク送信のためにどのような無線リソースを用いてもよいかを物
理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）上で示し、例えば、ノード２２は、上りリンク
送信に対する上りリンクグラントを提供する。
【００８５】
　上述のように、いくつかの事例において、ワイヤレス端末は、それらの通信をノード２
２を通じて送信することなしに互いに通信を行ってもよい。かかる端末から端末への通信
は、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信とも称される。あるときには、デバイス・
ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信がネットワーク制御下または「カバレッジ内」にあっても
よく、これは、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信に関与するワイヤレス端末の１
つ以上が無線アクセス・ネットワーク（ＲＡＮ：ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ　ｎｅｔｗｏ
ｒｋ）のノードまたはセルによって活用される無線周波数の範囲内にあってもよいことを
意味する。「カバレッジ内」にあるときには、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信
の無線リソースの使用が、セル内で進行中の他のタイプの通信、例えば、ノード２２とノ
ード２２によってサービスされるワイヤレス端末との間の通信と干渉しないように注意し
なければならない。
【００８６】
　端末トランシーバ４２は、好ましくは、端末送信機回路素子（「送信機」）４４および
端末受信機回路素子（「受信機」）４６を備える。第１のワイヤレス端末２６１の受信機
４６は、通信システム２０から無線インターフェース２４を通じて通信されたサブフレー
ムＳを受信する。カバレッジ内にあるときには、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通
信に伴って、端末プロセッサ４０は、サブフレームＳからデバイス・ツー・デバイス（Ｄ
２Ｄ）グラントを取得してもよい。デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）グラントは、第
１のワイヤレス端末２６１が別のワイヤレス端末、例えば、第２のワイヤレス端末２６２
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とのデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信のために用いることが許可された無線リソ
ースを特定する。第１のワイヤレス端末２６１の送信機４４は、例えば、データを上りリ
ンク（ＵＬ：ｕｐｌｉｎｋ）上で第１のワイヤレス端末２６１からノード２２へ送信する
役割を果たすが、Ｄ２Ｄグラントによって許可された無線リソースを用いてデバイス・ツ
ー・デバイス（Ｄ２Ｄ）データを別のワイヤレス端末（単数または複数）、例えば、第２
のワイヤレス端末２６２へ送信する役割も果たしてもよい。
【００８７】
　デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）リソースアロケーションの２つのモードがある。
第１のモードは、（本明細書ではすべて同義で用いられる）いくつかの名称、例えば、「
モード１」、「ｅＮＢスケジュールされたリソースアロケーション・モード」、および「
ネットワーク割り当てリソース・モード」を有する。モード１は、（１）ワイヤレス端末
がデータを送信するためにＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤである必要があること、（２）ワ
イヤレス端末がノードからの送信リソースをリクエストすること（ノードがスケジューリ
ング・アサインメント（単数または複数）およびデータの送信のための送信リソースをス
ケジュールする）、（３）ワイヤレス端末がスケジューリング・リクエスト（Ｄ－ＳＲま
たはランダムアクセス）をノードへ送信し、その後にバッファステータスレポート（ＢＳ
Ｒ）が続くことを特徴とする。ＢＳＲに基づいて、ノードは、ワイヤレス端末がＰｒｏＳ
ｅディレクト通信の送信のためのデータを有すると判断して、送信に必要なリソースを推
定できる。
【００８８】
　第２のモードも、（本明細書では同義で用いられる）いくつかの名称、例えば、「モー
ド２」、「ワイヤレス端末選択リソース」モード（または、より簡単に「端末選択リソー
ス・モード」）、および「ワイヤレス端末（ＵＥ）自律的リソース選択モード」を有する
。モード２は、ワイヤレス端末（ＵＥ）がスケジューリング・アサインメントおよびデー
タを送信するためにリソースをリソースプールから単独で選択することを特徴とする。ワ
イヤレス端末がリソースを「単独で」選択するという事実は、リソース選択が「自律的」
であることを示す。
【００８９】
　本明細書に開示される技術の態様のうちの１つは、例えば、ワイヤレス端末２６１のよ
うなワイヤレス端末がいつカバレッジ外にあるかを判断するための技術を提供する。カバ
レッジ外にあるときに、ワイヤレス端末２６１は、ノード２２によって動的に割り当てら
れたネットワーク無線リソースをデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信に用いる資格
をもはや有さない。すなわち、カバレッジ外にあるときには、ワイヤレス端末がモード１
を用いることができない。その代わりに、カバレッジ外にあるときに、ワイヤレス端末２
６１は、無線リソースの予め設定されたプールからワイヤレス端末によって選択されたリ
ソースをデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信（例えば、第２のワイヤレス端末２６

２のような他のワイヤレス端末との通信）に用いなければならない（例えば、ワイヤレス
端末選択リソース・モード）。すなわち、カバレッジ外にあるときに、ワイヤレス端末は
、モード２を用いる。図１Ａは、端末プロセッサ４０が、端末プロセッサ４０によるアク
セスのために少なくとも部分的にメモリに記憶されてもよい、デバイス・ツー・デバイス
（Ｄ２Ｄ）リソースプール４８へのアクセスを有することを示す。
【００９０】
　図１Ａは、ワイヤレス端末２６１がデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）コントローラ
５０を備えることも示す。デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）コントローラ５０は、本
明細書に記載される多くの実施形態およびモードのための機能を実行する。デバイス・ツ
ー・デバイス（Ｄ２Ｄ）コントローラ５０、および実際にはワイヤレス端末２６１は、例
えば、図５を参照して本明細書に記載されるような電子機器を備えてもよい。デバイス・
ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）コントローラ５０によって実行される機能のうちには、（Ｂ）
セル選択／再選択方策；（Ｃ）カバレッジ外の状況を判断すること；（Ｘ）Ｄ２Ｄモード
に適用可能な条件を決定すること；（Ｙ）ワイヤレス端末が動作することが認可される対
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象となる特定のＤ２Ｄモードの指示をノード２２から受信すること；（Ｆ）物理レイヤ問
題の発生の際にＤ２Ｄモード２を用いると決定すること；ならびに（Ｇ）マルチキャリア
通信およびそれらのリソースアロケーションがある。これらの機能の１つ以上が同じ実施
形態およびモード例で一緒に実行されてもよいが、各機能が他の機能を必ずしも実装する
ことも、伴うこともなく別々に実行されてもよい。
【００９１】
　Ｂ．セル選択／再選択方策
【００９２】
　図１Ｂは、ワイヤレス端末２６１のデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）コントローラ
５０が、ある１つの実施形態およびモードにおいて、セル選択／再選択ロジック５０Ｂを
備えることを示す。図２は、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信に携わるワイヤレ
ス端末を動作させる一般的な方法、および特にカバレッジ外検出方法例と併せて活用され
てもよい異なるタイプのセル選択／再選択方策に含まれる基本な動作またはステップ例を
示す。ある１つの実施形態およびモード例において、図２の動作は、デバイス・ツー・デ
バイス（Ｄ２Ｄ）コントローラ５０のセル選択／再選択ロジック５０Ｂによって行われて
もよい。
【００９３】
　１つのかかるセル選択／再選択は、動作２－１によって表され、Ｄ２Ｄ優先方策として
知られ、この方策は、ワイヤレス端末がデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信が可能
であり、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）サポート周波数上でデバイス・ツー・デバ
イス（Ｄ２Ｄ）信号を受信または送信しているか、あるいは受信または送信することを予
期しているときに、ワイヤレス端末がデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）信号を受信ま
たは送信できない選択／再選択候補周波数は低優先度の候補周波数であると見做すことを
ワイヤレス端末に要求する。当然のことながら、前述のとおり、ワイヤレス端末は、デバ
イス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）サポート周波数上でデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ
）信号を受信または送信しているか、あるいは受信または送信することを予期しており、
かかる実際のまたは予期された受信または送信の結果として、ワイヤレス端末は、特定の
周波数に「キャンプ」オンしており、その受信機回路４６を通じて「キャンプオン」周波
数を受信している。そのように、ワイヤレス端末がデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）
信号を受信または送信できない候補周波数が先述のとおり動作２－１のＤ２Ｄ優先方策に
おいて低優先度の候補周波数であると見做される場合、当然、ワイヤレス端末がデバイス
・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）信号を受信または送信できる候補周波数は、キャンプオン周
波数を含めて、高優先度の候補周波数であると見做される。論理的に、すでにキャンプオ
ンされた周波数が最高優先度の候補周波数であると見做されるであろう。
【００９４】
　動作２－１の方策の改良版である、別のかかるセル選択／再選択方策は、動作２－２に
よって表され、Ｄ２Ｄのみの方策として知られ、この方策は、ワイヤレス端末がデバイス
・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信が可能であり、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）サ
ポート周波数上でデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）信号を受信または送信しているか
、あるいは受信または送信することを予期しているときに、デバイス・ツー・デバイス（
Ｄ２Ｄ）サポート周波数であるセル選択／再選択候補周波数のみを考慮することをワイヤ
レス端末（例えば、ワイヤレス端末２６１）に要求する。
【００９５】
　当然のことながら、動作２－１または動作２－１のいずれかの選択／再選択動作の結果
として、ワイヤレス端末および特に端末プロセッサ４０は、デバイス・ツー・デバイス（
Ｄ２Ｄ）通信に用いるための候補周波数を選択する。例えば、動作２－１に伴って、端末
プロセッサ４０は、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信に用いるための候補周波数
として高優先度の候補を選択してもよい。
【００９６】
　セル選択／再選択方策に伴って、トランシーバ４２は、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ
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２Ｄ）信号をセル選択／再選択動作に従って選択されたデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２
Ｄ）無線リソースを用いて送信するように設定される。
【００９７】
　Ｃ．カバレッジ外の状況の判断
【００９８】
　上述のように、本明細書に開示される技術の態様のうちの１つは、ワイヤレス端末２６

１のようなワイヤレス端末がいつカバレッジ外にあるかを判断するための技術を提供する
。図１Ｂにさらに詳細に示されるように、端末プロセッサ４０は、カバレッジ検出ロジッ
ク５０Ｃをもつデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）コントローラ５０と無線リソース制
御（ＲＲＣ）ステートマシン５２とを備える。本明細書に説明されるように、本明細書に
開示される技術の一態様において、端末プロセッサ４０および特にそのデバイス・ツー・
デバイス（Ｄ２Ｄ）コントローラ５０は、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信に携
わるワイヤレス端末がいつカバレッジ外の状況（例えば、ワイヤレス端末選択リソース・
モード）に遭遇するかを判断するために予め定義されたＲＲＣアイドル状態遷移を用いる
。
【００９９】
　図３Ａは、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信の目的でワイヤレス端末がいつカ
バレッジ外の状況に遭遇するかを判断する一般的な方法に含まれる基本的な動作またはス
テップ例を示す。「デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信目的」（および同様にサイ
ドリンク・ディレクション通信目的）は、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信に携
わる（例えば、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信にすでに参加している）か、ま
たはデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信に参加することを予期しているワイヤレス
端末を備えてもよい。図３の方法例は、動作２－１のＤ２Ｄ優先方策または動作２－２の
Ｄ２Ｄのみの方策のいずれかと併せて用いられてもよい。動作３Ａ－１は、デバイス・ツ
ー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信に携わるワイヤレス端末がいつカバレッジ外の状況に遭遇す
るかを判断するために、端末プロセッサ４０が予め定義されたＲＲＣアイドル状態遷移を
用いることを備える。動作３Ａ－２は、カバレッジ外の状況が判断されたときに、端末プ
ロセッサ４０が予め設定されたリソースを用いてデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）信
号を（端末送信機回路素子４４を通じて）送信することを備える。例えば、動作３Ａ－２
は、端末プロセッサ４０がワイヤレス端末の送信機４４に予め設定されたデバイス・ツー
・デバイス（Ｄ２Ｄ）無線リソースからワイヤレス端末によって選択されたリソースを用
いてデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）信号を送信させることを備えてもよい。図１か
ら理解されるように、予め設定されたデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）無線リソース
は、ある１つの実装例において、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）リソースプール４
８のリソースであってもよい。
【０１００】
　本明細書では、予め定義されたＲＲＣアイドル状態遷移は、（１）ワイヤレス端末が任
意セル選択状態へ移ること；（２）ワイヤレス端末が非デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２
Ｄ）周波数上で正常キャンプ状態へ移ること；（３）ワイヤレス端末が非デバイス・ツー
・デバイス（Ｄ２Ｄ）周波数上で任意セルへのキャンプオン状態へ移ることのうちのいず
れか１つを備える。集合的に、これらの３つの遷移は、ＲＲＣアイドル状態遷移のセット
と呼ばれ、そのいずれもがカバレッジ外の状況を示すことができる。
【０１０１】
　図３Ｂは、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信に携わるワイヤレス端末がいつカ
バレッジ外の状況（例えば、ワイヤレス端末選択リソース・モード）に遭遇するかを判断
するカウンタ・ベースの方法に含まれる基本的な動作またはステップ例を示す。動作３Ｂ
－１は、動作３Ａ－１の実装に対応し、ワイヤレス端末が予め定義されたＲＲＣアイドル
状態遷移の１つのセットのうちのいずれか１つを経験したときに、端末プロセッサ４０が
リソース・モード・カウンタ６０（例えば、カバレッジ外カウンタ）を開始することを備
える。図１Ｃは、ある１つの実施形態およびモード例において、デバイス・ツー・デバイ
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ス（Ｄ２Ｄ）コントローラ５０が「カバレッジ外」カウンタまたは代わりにリソース・モ
ード・カウンタとして知られるカウンタ６０を備えてもよいことを示す。この点について
、端末プロセッサ４０のデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）コントローラ５０は、ＲＲ
Ｃステートマシン５２が予め定義されたＲＲＣアイドル状態遷移の１つのセットのうちの
いずれか１つがいつ生じたかをデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）コントローラ５０に
通知することをリクエストし、ＲＲＣステートマシン５２からのかかる通知は、ＲＲＣ状
態遷移の特質および／または環境を特定する。動作３Ｂ－２は、リソース・モード・カウ
ンタ６０の終了の際に、ワイヤレス端末が、ノードによってスケジュールされたネットワ
ーク割り当て無線リソースを用いるのではなく、むしろ予め設定されたデバイス・ツー・
デバイス（Ｄ２Ｄ）無線リソースからワイヤレス端末によって選択されたリソースを用い
て、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）信号を（端末送信機回路素子４４経由で）（例
えば、ワイヤレス端末２６２へ）送信することを備える。
【０１０２】
　このように、リソース・モード・カウンタ６０が終了した場合、リソース・モード・カ
ウンタ６０を所有するワイヤレス端末は、カバレッジ外、例えば、デバイス・ツー・デバ
イス（Ｄ２Ｄ）周波数のカバレッジ外にあると明示的に宣言される。カバレッジ外にある
と宣言されたときに、ワイヤレス端末は、カバレッジ外動作を行うこと、例えば、（ノー
ド２２によるスケジューリングおよびグラントを用いて割り当てられたデバイス・ツー・
デバイス（Ｄ２Ｄ）周波数ではなく）デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信のための
Ｄ２Ｄ無線リソースプール４８を用いることを許可される。他方、ワイヤレス端末がカバ
レッジ内にある場合には、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信のために、ワイヤレ
ス端末は、（以下に記載されるように、ワイヤレス端末が、たとえカバレッジ内にあると
きでも、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）無線リソースプール４８から選択してもよ
いという指示をノードが与えた場合を除いて）デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）リソ
ース／周波数をノード２２からのスケジューリングによって取得することを要求される。
ノード２２からのスケジューリングによってデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）リソー
ス／周波数を取得することは、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）リソースに関するス
ケジューリング・リクエストをノード２２へ送信し、それに対してノード２２からスケジ
ューリング・グラントを受信することを含む。
【０１０３】
　リソース・モード・カウンタ６０は、ワイヤレス端末が予め定義されたＲＲＣアイドル
状態遷移の１つのセットのうちのいずれか１つをＲＲＣステートマシン５２によって通知
されてからの時間の経過を判断する効果的な方法または装置として実現されてもよい。非
限定の実装例において、リソース・モード・カウンタ６０は、経過している時間単位をカ
ウントするクロックを備える。例えば、リソース・モード・カウンタ６０は、初期値がセ
ットされて、その後、時間の単位（例えば、秒）の経過によってデクリメントされるカウ
ントダウン・タイマであってもよい。時間初期値が所定のセットの遷移ごとに同じ状況で
は、時間値の例は、１０秒であってもよい（例えば、ｈｔｔｐ：／／ｌｔｅｗｏｒｌｄ．
ｏｒｇ／ｆｏｒｕｍｓ／ｌｔｅｗｏｒｌｄ－ｆｏｒｕｍ／ｌｔｅ－ｃｅｌｌ－ｓｅａｒｃ
ｈ参照、“ｐｅｒｉｏｄ”を検索）。他の実装では、リソース・モード・カウンタ６０は
、ネットワーク・イベントまたはマーカの検出の発生をカウントするように設定された回
路またはロジックのような、他の形態をとってもよい。例えば、リソース・モード・カウ
ンタ６０は、システムフレーム番号（ＳＦＮ：ｓｙｓｔｅｍ　ｆｒａｍｅ　ｎｕｍｂｅｒ
）をカウントまたは追跡してもよい。
【０１０４】
　このように、リソース・モード・カウンタ６０の初期化（例えば、「初期」）または参
照閾値は、設定可能であってもよい。初期化値は、例えば、ワイヤレス端末セル検索期間
の整数倍であってもよい。「ワイヤレス端末セル検索期間」は、例えば、ワイヤレス端末
の電源が入ったときに生じうるような、セルを検索するためにワイヤレス端末に割り当て
られた時間ウィンドウであると当業者によって理解される。代わりに、カウンタのための
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初期化または参照閾値は、ワイヤレス端末セル検索の複数の試みであってもよい。さらに
別の代わりの実装として、リソース・モード・カウンタの初期化値が第１の予め定義され
たＲＲＣアイドル状態遷移に対して、第２の予め定義されたＲＲＣアイドル状態遷移とは
異なってセットされてもよい。例えば、正常キャンプ状態から任意セル選択状態への遷移
のためのリソース・モード・カウンタ６０の時間閾値を任意セルへのキャンプオン状態か
ら任意セル選択状態への遷移に伴う時間閾値より高くセットできる。
【０１０５】
　図３Ａおよび図３Ｂの方法例において、好ましくは、リソース・モード・カウンタ６０
は、リソース・モード・カウンタ６０がすでに作動しておらず、すでに終了していないと
いう条件で開始される。ある一定の環境の下で、カバレッジ外を示すと思われる第１の状
態遷移の結果としてリソース・モード・カウンタ６０が開始され、その第１の状態遷移に
続いて、カバレッジ外をやはり示すと思われる第２の状態遷移が生じる場合がある。かか
るシナリオでは、実際のカバレッジ外がいつ生じたかのタイミングに関して、第１の状態
遷移および第２の状態遷移の両方の後の累積的なカウントを考慮に入れるべきなので、第
２の状態遷移の検出がリソース・モード・カウンタ６０を「リセット」または「リスター
ト」すべきではない。かかるシナリオでは、ワイヤレス端末が予め定義されたＲＲＣアイ
ドル状態遷移の１つのセットのうちのいずれか１つを経験してリソース・モード・カウン
タがすでに作動しているときに、端末プロセッサ４０は、リソース・モード・カウンタ６
０の動作を継続させる。
【０１０６】
　ある１つの実施形態およびモード例において、方法は、（１）ワイヤレス端末がデバイ
ス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）サポート周波数でキャンプオンするための適切な／受容可
能なセルを見つける、（２）ワイヤレス端末がデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）サー
ビス／通信にもはや参加していない、（３）ワイヤレス端末がカバレッジ外にあるとワイ
ヤレス端末が判断する、（４）ワイヤレス端末が予め設定されたリソースからワイヤレス
端末によって選択されたリソース（単数または複数）を用いることを決定する、または（
５）ワイヤレス端末がアイドルモードから離れる、のうちのいずれか１つが生じた場合に
、カウンタを少なくとも一時的に停止することをさらに備える。ワイヤレス端末がカバレ
ッジ外にあるとワイヤレス端末が判断することと比較して、ワイヤレス端末が予め設定さ
れたリソースからワイヤレス端末によって選択されたリソース（単数または複数）を用い
ることを決定する状況は、タイマが終了したときに、ワイヤレス端末がカバレッジ外にあ
ると判断する遷移手順をワイヤレス端末が有さず、ワイヤレス端末は、Ｄ２Ｄ信号の送信
を直接に開始してもよいことを意味する。
【０１０７】
　Ｄ．Ｄ２Ｄモードを特定するノード
【０１０８】
　デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信に関するいくつかの実施形態およびモード例
において、ワイヤレス端末がカバレッジ内にあるときに、ワイヤレス端末は、ノード２２
からのスケジューリングによってデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）リソース／周波数
（すなわち、ネットワーク割り当て無線リソース）を取得してもよいが、ワイヤレス端末
がカバレッジ外にある場合には、ワイヤレス端末は、予め設定されたプールからのリソー
ス／周波数を用いる。これは、図４Ａに示され、同図ではワイヤレス端末ＵＥ－Ｉは、ノ
ード２２のカバレッジ内にある（それに応じて、ノード２２によってスケジュールされた
ネットワーク割り当てリソースを用いて、モード１に従って動作する）が、ＵＥ－Ｏは、
カバレッジ外にある（従って、予め設定されたデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）無線
リソースを用いる）。
【０１０９】
　他の実施形態およびモード例では、リソース・モードおよびカバレッジ状況が別々に考
慮されてもよい。例えば、無線アクセスノード２２は、ワイヤレス端末がカバレッジ内に
あるときに無線リソースの予め設定されたプールからワイヤレス端末によって選択された
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リソースを用いてもよいモード（例えば、端末選択リソース・モードの別の形態）をノー
ドがサポートするという指示をブロードキャストしてもよい。例えば、ワイヤレス端末が
ＲＲＣアイドル状態にある場合、ワイヤレス端末は、無線リソースの予め設定されたプー
ルからワイヤレス端末によって選択されたリソースを用いたモードをサポートすることの
指示をブロードキャストされたシステム情報によって（例えば、受信機４６で）受信して
もよい。図１Ｄは、ノード・プロセッサ３０がＤ２Ｄモードの指示６２を準備することを
示し、この指示は、先に示されたように、サブフレームＳ内にあると理解されるシステム
情報（例えば、システム情報ブロック）に含まれてもよい。Ｄ２Ｄモードの指示６２が、
無線リソースの予め設定されたプールからワイヤレス端末によって選択されたリソースを
用いたモードをノードがサポートすることを示すとき、ワイヤレス端末のデバイス・ツー
・デバイス（Ｄ２Ｄ）コントローラ５０は、それがどのモードで動作しうるかを認識する
。
【０１１０】
　ワイヤレス端末がこの指示を受信した場合、ワイヤレス端末は、無線アクセスノードに
よってスケジュールされたネットワーク割り当て無線リソースを用いたモード（例えば、
ネットワーク割り当てリソース・モード）を用いるように、無線アクセスノードが、ＲＲ
Ｃ接続状態にあるワイヤレス端末に命令するまで、無線リソースの予め設定されたプール
からワイヤレス端末によって選択されたリソースを用いたモードを用いることができる。
ワイヤレス端末がカバレッジ内にあるときに、ワイヤレス端末は、Ｄ２Ｄ送信の前および
／または間に無線アクセスノードへのアクセスを試みる（例えば、ＲＲＣ接続確立手順を
行う）ことが必要であろう。ワイヤレス端末がＲＲＣ接続状態にあるときに、ワイヤレス
端末は、無線アクセスノードによってスケジュールされたネットワーク割り当て無線リソ
ースを用いたモード（例えば、ネットワーク割り当てリソース・モード）を用いるように
無線アクセスノードによって命令されるであろう。ワイヤレス端末が無線リソースの予め
設定されたプールからワイヤレス端末によって選択されたリソースを用いたモードをサポ
ートすることの指示を受信した場合、ワイヤレス端末は、リソース・カウンタを用いる必
要がないであろう。この指示を無線アクセスノードから送信しないことによって、無線ア
クセスノードは、無線リソースの予め設定されたプールからワイヤレス端末によって選択
されたリソースを用いたモードをカバレッジ内で使用しないようにできる。無線アクセス
ノードからこの指示を送信することによって、無線アクセスノードは、無線リソースの予
め設定されたプールからワイヤレス端末によって選択されたリソースを用いたモードを用
いる許可をワイヤレス端末に与えることができる。
【０１１１】
　従って、以上のことから理解されるのは、ある１つの実施形態およびモード例において
、別のワイヤレス端末とのデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信のために、ワイヤレ
ス端末がネットワーク割り当て無線リソースを用いるべきか、またはワイヤレス端末によ
って選択された無線リソースを用いるべきかを特定する指示をノード２２がワイヤレス端
末へ送信してもよいことである。例えば、ノード・プロセッサ３０は、ワイヤレス端末が
ネットワーク・カバレッジ内にあるときに別のワイヤレス端末とのデバイス・ツー・デバ
イス（Ｄ２Ｄ）通信のためにワイヤレス端末によって選択された無線リソースを用いても
よいことを特定する指示をワイヤレス端末へ送信してもよい。
【０１１２】
　ワイヤレス端末がネットワーク割り当て無線リソースを用いるべきであるとワイヤレス
端末がＤ２Ｄモードの指示から判断または推測できる場合、ノードおよびワイヤレス端末
は、すでに記載された仕方で動作する。すなわち、ワイヤレス端末がデバイス・ツー・デ
バイス（Ｄ２Ｄ）通信を送信することを望むときに、ノード２２は、ワイヤレス端末から
スケジューリング・リクエストを受信する。次に、スケジューリング・リクエストに応答
して、ノード２２は、ネットワーク割り当て無線リソースのグラントをある１つのサブフ
レームでワイヤレス端末へ送信する。
【０１１３】
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　図１Ｄに示されるように、ノード２２の送信機３２（送信機回路素子）は、受信機３４
（受信機回路素子）とともに、ノード・トランシーバ３６を備える。トランシーバ３６は
、図１Ｄにのみ示されるが、当然のことながら、本明細書に記載される他の実施形態およ
びモード例のノードもかかるトランシーバを有してもよい。図１Ｄの実施形態例の動作に
伴って、送信機３２は、指示６２を無線インターフェースを通じてワイヤレス端末へ送信
し、受信機３４は、スケジューリング・リクエストをワイヤレス端末から受信するように
設定される。
【０１１４】
　ワイヤレス端末によって選択された無線リソースを用いるための指示をノード２２がワ
イヤレス端末へ送信してもよい一事例は、ワイヤレス端末が無線リソース制御（ＲＲＣ）
アイドル状態にあるときに生じる。ネットワーク割り当て無線リソースを用いるための指
示をノードがワイヤレス端末へ送信してもよい別の事例は、ワイヤレス端末が無線リソー
ス制御（ＲＲＣ）接続状態にあるときに生じる。
【０１１５】
　これまで、無線リソースのプール４８は、「予め設定された」と記載され、従って、そ
の無線リソースは、ワイヤレス端末選択リソース・モードと呼ばれたモードでワイヤレス
端末による選択に利用可能である。プール４８の無線リソースのうちのいくつかは、無線
リソースがノード２２の相互作用なしにメモリ内に予め設定される、例えば、ワイヤレス
端末に据え付けられたカード（例えば、ＳＩＭカードまたはＵＩＣＣカード）のような電
子デバイスから、またはモバイル機器（ＭＥ：Ｍｏｂｉｌｅ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）のよ
うないくつかの他の回路エンティティから予め設定される、という意味で予め設定されて
もよい。プール４８の他の無線リソースは、無線リソースがノード２２から受信された情
報に基づいてメモリ内に予め設定されるという意味で予め設定されてもよい。ワイヤレス
端末がどのようにして予め設定されたリソースを知り、または取得するにしても、以上の
ことから理解されるのは、ワイヤレス端末がモード１のリソース（例えば、ネットワーク
割り当てリソース・モード）を用いるべきか、またはモード２のリソース（ワイヤレス端
末がそれからリソース選択を行う予め設定されたリソース）を用いるべきかの指示（例え
ば、Ｄ２Ｄモードの指示６２）をノード２２がワイヤレス端末へ送信することである。例
えば、上述されたのは、ワイヤレス端末が、ブロードキャストされたシステム情報を通じ
て、無線リソースの予め設定されたプールからワイヤレス端末によって選択されたリソー
スを用いたモードをサポートすることの指示を受信してもよく、またはワイヤレス端末が
、無線アクセスノードによってスケジュールされたネットワーク割り当て無線リソースの
モード（例えば、ネットワーク割り当てリソース・モード）を用いるように無線アクセス
ノードによって命令されてもよいことである。
【０１１６】
　上述されたように、図４Ａでは、ワイヤレス端末ＵＥ－Ｉがノード２２のカバレッジ内
にある（それに応じて、ノード２２によってスケジュールされたネットワーク割り当てリ
ソースを用いて、モード１に従って動作する）が、ＵＥ－Ｏは、カバレッジ外にあり、従
って、予め設定されたデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）無線リソースを用いる。しか
し、図４Ｂに示される本明細書に開示される技術の別の態様では、やはり先に記載された
ようにリソース・モードおよびカバレッジ状況が別々に考慮されてもよい。例えば、無線
アクセスノード２２は、ワイヤレス端末ＵＥ－Ｅがカバレッジ内にあるときに（例えば、
端末選択リソース・モードにおけるような）無線リソースの予め設定されたプールからワ
イヤレス端末によって選択されたリソースを用いてもよいモードをノードがサポートする
という指示をブロードキャストしてもよい。
【０１１７】
　Ｅ．Ｄ２Ｄモードのための条件
【０１１８】
　単一のＲＦ設定をもつＵＥに関しては、３ＧＰＰ　ＴＳＧ　ＲＡＮ　ＷＧ２ミーティン
グ＃８５－ｂｉｓおよび関連する変更リクエストＲ２－１４１８５９によれば、ＰｒｏＳ
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ｅ対応ワイヤレス端末は、リソースアロケーションのための２つのモード、すなわち、モ
ード１およびモード２で動作できる。従って、以上のことから理解されるように、ワイヤ
レス端末が在圏セルを有する（すなわち、ワイヤレス端末がＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ
であるか、またはＲＲＣ＿ＩＤＬＥでセルにキャンプオンしている）場合には、ワイヤレ
ス端末は、カバレッジ内であると見做される。ワイヤレス端末がカバレッジ外にある場合
、ワイヤレス端末は、モード２のみを用いることができる。ワイヤレス端末がカバレッジ
内にある場合、ワイヤレス端末は、例外的なケースのうちの１つが生じない限り、ノード
のグラント設定によって示されたモードのみを用いるものとする。例外的なケースが生じ
たとき、ワイヤレス端末は、たとえそれがモード１を用いるように設定されていたとして
も、少なくとも一時的にモード２を用いることを許容される。
【０１１９】
　上記の考察および引用された合意の多くは、Ｄ２ＤサービスおよびＷＡＮサービスが同
じキャリア周波数を共有する、単一のＲＦ設定をもつＤ２Ｄワイヤレス端末のケースに適
用可能である。モード１のリソースアロケーション方法１は、ワイヤレス端末が依然とし
てセルにキャンプオンしているが、ｅＮｏｄｅＢとうまくＲＲＣ接続できないか、もしく
はワイヤレス端末が例外的な無線リンク問題に遭遇したときに、「カバレッジ・ホール」
またはカバレッジ内のサービス不連続を引き起こしかねない。モード２のリソースアロケ
ーション方法は、同期エラーが発生した場合にネットワークへの干渉を生じかねず、この
干渉がネットワークを破壊することになる。一方、１つのリソースアロケーション方法が
アロケーションのための満足なリソースを有することができず、他の方法が依然として十
分なリソースを有するときには、カバレッジ内シナリオに関して負荷バランシングの課題
も考慮すべきである。
【０１２０】
　これらの要因の効果のバランスをとり、さらに良好な制御を得るようにネットワークを
設定するために、複数のリソースアロケーション方法がある一定のキャリア周波数に関し
て以下に記載される。これらの手順および技術は、単一ＲＦ対応ワイヤレス端末に、また
はＤ２Ｄ通信が可能なワイヤレス端末かもしくは公衆安全ワイヤレス端末に限定されても
、されなくてもよい。
【０１２１】
　本明細書では、「単一ＲＦ」は、１つのトランシーバ、例えば、１つのベースバンドを
取り扱うための１つの送信回路および１つの受信回路を有するある１つのワイヤレス端末
を指す。それに対して、複数ＲＦなどは、複数のトランシーバ、例えば、それぞれの複数
のベースバンドを取り扱うための複数の送信回路および複数の受信回路を有するある１つ
のワイヤレス端末を指す。
【０１２２】
　デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）モード１およびデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２
Ｄ）モード２に用いることができる個別的な無線リソースに関しては、上記および下記に
考察が加えられる。各デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）モードの短いレビューが以下
に示される。
【０１２３】
　モード１（ｅＮＢスケジュールされたリソースアロケーション）は、以下を特徴とする
、すなわち、
　－ワイヤレス端末がデータを送信するためにＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤである必要が
あること。
　－ワイヤレス端末がノードからの送信リソースをリクエストすること（スケジューリン
グ・アサインメント（単数または複数）およびデータの送信のための送信リソースをノー
ドがスケジュールする）。
　－ワイヤレス端末がスケジューリング・リクエスト（Ｄ－ＳＲまたはランダムアクセス
）をノードへ送信して、その後にバッファステータスレポート（ＢＳＲ）が続くこと。Ｂ
ＳＲに基づいて、ノードは、ワイヤレス端末がＰｒｏＳｅディレクト通信の送信のための
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データを有すると判断して、送信に必要なリソースを推定できる。
【０１２４】
　モード２（ＵＥ自律的リソース選択）は、ワイヤレス端末がスケジューリング・アサイ
ンメントおよびデータを送信するために単独でリソースプールからリソースを選択するこ
とを特徴とする。
【０１２５】
　次に、Ｄ２Ｄモード１およびＤ２Ｄモード２が適用される条件が考察される。モード１
を満たす条件またはＤ２Ｄモード２を満たす条件のうちの１つ以上が適用されるかまたは
有効であるかどうかは、図１Ｅに示されるような、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）
コントローラ５０のモード条件決定ロジック５０Ｄによって決定されてもよい。
【０１２６】
　ワイヤレス端末がＤ２Ｄ通信が可能であり、Ｄ２Ｄ信号をある１つのキャリア周波数で
送信することに関心がある場合、次の条件またはそれらの組み合わせの１つ以上をワイヤ
レス端末が満たせば、ワイヤレス端末は、Ｄ２Ｄ信号をモード１を用いて送信できる、す
なわち、
　－モード１択一的条件１：ワイヤレス端末は、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態にあり
、ｅＮｏｄｅＢによってモード１が設定されている。
　－モード１択一的条件２：ワイヤレス端末は、ＲＲＣ＿ＩＤＬＥ状態にあり、ある１つ
のセルへキャンプオンしている。
　－モード１択一的条件３：ワイヤレス端末は、ある閾値より高い下りリンク信号強度（
例えば、ＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ）を有する。
　－モード１択一的条件４：ノードは、モード１を用いるように専用情報を用いてワイヤ
レス端末に通知する。
　－モード１択一的条件５：ノードは、ワイヤレス端末がモード１を用いることが許容さ
れることをブロードキャスト情報を用いてワイヤレス端末に通知する。
　－モード１択一的条件６：ノードは、モード２を用いるように専用情報を用いてワイヤ
レス端末に通知しない。
　－モード１択一的条件７：ノードは、ワイヤレス端末がモード２を用いることが許容さ
れることをブロードキャスト情報を用いてワイヤレス端末に通知しない。
【０１２７】
　ワイヤレス端末がＤ２Ｄ通信が可能であり、Ｄ２Ｄ信号をある１つのキャリア周波数で
送信することに関心がある場合、次の条件またはそれらの組み合わせの１つ以上をワイヤ
レス端末が満たせば、ワイヤレス端末は、Ｄ２Ｄ信号をモード２を用いて送信できる、す
なわち、
　－モード２択一的条件１：ワイヤレス端末は、ＲＲＣ＿ＩＤＬＥ状態にある。
　－モード２択一的条件２：ワイヤレス端末は、いずれのセルにもキャンプオンできない
。
　－モード２択一的条件３：ワイヤレス端末は、ある閾値より低い下りリンク信号強度（
例えば、ＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ）を有する。
　－モード２択一的条件４：ワイヤレス端末は、例外的な無線リンク問題に遭遇する（例
えば、ワイヤレス端末がある１つのセルにキャンプオンするときにＲＬＦまたはＲＲＣ接
続リクエストに数回失敗する）。
　－モード２択一的条件５：ノードは、モード２を用いるように専用情報を用いてワイヤ
レス端末に通知する。
　－モード２択一的条件６：ノードは、モード２を用いることが許容されることをブロー
ドキャスト情報を用いてワイヤレス端末に通知する。
　－モード２択一的条件７：ノードは、モード１を用いるように専用情報を用いてワイヤ
レス端末に通知しない。
　－モード２択一的条件８：ノードは、ワイヤレス端末がモード１を用いることが許容さ
れることをブロードキャスト情報を用いてワイヤレス端末に通知しない。
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【０１２８】
　従って、以上のことから理解されるのは、ワイヤレス端末が他のワイヤレス端末とのデ
バイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信に用いてもよい無線リソースのタイプに関して、
ワイヤレス端末および特にデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）コントローラ５０のモー
ド決定ロジック５０Ｄが決定を行ってもよいことである。この決定は、ワイヤレス端末が
モード１択一的条件１～７のうちの１つ以上に従ってネットワーク割り当て無線リソース
を用いるべきであるという第１のモードの決定をワイヤレス端末が行うこと；またはワイ
ヤレス端末がモード２択一的条件１～８のうちの１つ以上に従ってワイヤレス端末自律的
リソース選択無線リソースを用いるべきであるという第２のモードの決定をワイヤレス端
末が行うことを備える。
【０１２９】
　ある１つの実施形態およびモード例において、ワイヤレス端末が無線リソース制御（Ｒ
ＲＣ）接続状態にあり、ワイヤレス端末がネットワーク割り当て無線リソースを用いるこ
とがノードによって許可されている場合、ワイヤレス端末は、ワイヤレス端末がネットワ
ーク割り当て無線リソースを用いるべきであるという第１のモードの決定を行ってもよい
。
【０１３０】
　ある１つの実施形態およびモード例において、ワイヤレス端末が無線リコース制御（Ｒ
ＲＣ）アイドル状態にあり、ワイヤレス端末がワイヤレス端末自律的リソース選択無線リ
ソースを用いることがノードによって許可されているか；または無線リソース制御（ＲＲ
Ｃ）接続状態にあり、ワイヤレス端末がワイヤレス端末自律的リソース選択無線リソース
を用いることがノードによって許可されているかのいずれか場合、ワイヤレス端末は、ワ
イヤレス端末がワイヤレス端末自律的リソース選択無線リソースを用いるべきであるとい
う第２のモードの決定を行ってもよい。
【０１３１】
　ある１つの実施形態およびモード例において、ワイヤレス端末が所定の無線リンク問題
、例えば、ワイヤレス端末があるひとつのセルにキャンプオンするときのＲＲＣ接続リク
エストの無線リンク障害または障害の繰り返しを経験したときに、ワイヤレス端末は、ワ
イヤレス端末がワイヤレス端末自律的リソース選択無線リソースを用いるべきであるとい
う第２のモードの決定を行ってもよい。
【０１３２】
　ワイヤレス端末の送信機４４は、第１のモードの決定または第２のモードの決定のいず
れかによる無線リソースを用いてデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）信号を別のワイヤ
レス端末（例えば、ワイヤレス端末２６２）へ送信する。
【０１３３】
　Ｆ．物理レイヤ問題に対するＤ２Ｄモード２の使用
【０１３４】
　モード２択一的条件４と併せて上述されたのは、ワイヤレス端末が例外的な無線リンク
問題に遭遇した（例えば、ワイヤレス端末がある１つのセルにキャンプオンするときにＲ
ＬＦまたはＲＲＣ接続リクエストに数回失敗した）場合、ワイヤレス端末は、Ｄ２Ｄモー
ド２を用いてもよく、例えば、ワイヤレス端末自律的選択無線リソースを用いてもよいこ
とである。そのうえ、先に説明されたのは、無線リンク障害（ＲＬＦ）が物理レイヤ上の
問題に起因することである。それゆえに、理解すべきは、図１Ｆに示されるある１つの実
施形態およびモード例において、ワイヤレス端末および特にそのデバイス・ツー・デバイ
ス（Ｄ２Ｄ）コントローラ５０が物理レイヤ問題判断ロジック５０Ｆを備えることである
。言い換えれば、所定の物理レイヤ条件の発生の際に、ワイヤレス端末は、ワイヤレス端
末が無線アクセス・ネットワークのカバレッジ内にあるときの別のワイヤレス端末とのデ
バイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信のために、少なくともいくつかのワイヤレス端末
自律的選択デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）無線リソースを用いる。
【０１３５】
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　図１Ｆの実施形態例において、送信機４４は、ワイヤレス端末が無線アクセス・ネット
ワークのカバレッジ内にあり、物理レイヤ問題が判断されたときに、少なくともいくつか
のワイヤレス端末自律的選択デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）無線リソースを用いて
デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）信号を別のワイヤレス端末（例えば、ワイヤレス端
末２６２）へ送信するように設定される。
【０１３６】
　ある１つの実施形態およびモード例において、所定の物理レイヤ問題は、無線リンク障
害を備える。
【０１３７】
　図１Ｆの方法は、ワイヤレス端末のメモリに記憶された無線リソースの予め設定された
プール、例えば、プール４８から、ワイヤレス端末が、少なくともいくつかのワイヤレス
端末自律的選択デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）無線リソースを取得することをさら
に備えてもよい。ある１つの実施形態例において、ワイヤレス端末がＲＲＣ接続状態にあ
るときに、異なる無線リソースを用いるための後続の命令を受信するまで、ワイヤレス端
末は、少なくともいくつかのワイヤレス端末自律的選択デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２
Ｄ）無線リソースを別のワイヤレス端末とのデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信の
ために用いてもよい。
【０１３８】
　Ｇ．マルチキャリア通信およびそのためのリソースアロケーション
【０１３９】
　ワイヤレス端末は、マルチキャリア通信が可能であっても、例えば、Ｄ２Ｄ信号を送信
することが可能であってもよく、そのように第１のキャリア周波数と少なくとも第２のキ
ャリア周波数とを用いて動作してもよい。本明細書では、Ｄ２Ｄ信号は、Ｄ２Ｄ通信およ
び／またはディスカバリのためのチャネル、参照信号および同期信号を含む。
【０１４０】
　マルチキャリア通信は、単一のＲＦが可能なワイヤレス端末か、または複数のＲＦが可
能なワイヤレス端末によって行うことができる。上述のように、単一のＲＦ（例えば、単
一周波数動作）が可能なワイヤレス端末は、１つのトランシーバ（１つの送信機および１
つの受信機）を有し、従って、１つのベースバンドを取り扱うが、その１つのトランシー
バを用いて１つより多いキャリア周波数を処理してもよい。複数のＲＦ（例えば、複数無
線周波数動作）が可能なワイヤレス端末は、複数のトランシーバを備え、複数のベースバ
ンドを取り扱い、場合によっては各トランシーバが１つより多いキャリア周波数を処理し
てもよい。
【０１４１】
　ワイヤレス端末は、その広域ネットワーク（ＷＡＮ）通信およびそのデバイス・ツー・
デバイス（Ｄ２Ｄ）通信の両方にどのような無線リソースを用いるべきかを認識していな
ければならない。ワイヤレス端末がマルチキャリア通信が可能なときには、リソースアロ
ケーション方法がさらに複雑になる。本明細書ではＤ２Ｄ対応のＵＥマルチキャリア通信
に関して、２つのサービス・タイプ、Ｄ２Ｄサービスおよび広域ネットワーク（ＷＡＮ）
サービスが考慮される。異なる国は、異なる無線スペクトル・アロケーション政策を有し
うる。いくつかの国が公衆安全用途に専用キャリア周波数バンドを割り当ることもあり、
他の国がＤ２ＤサービスとＷＡＮサービスとの間のキャリア周波数共有を許容することも
ある。その結果として、異なるスペクトル・アロケーション・シナリオがリソースアロケ
ーション方法に実質的に影響を及ぼす。ＵＥは、それゆえに、異なるシナリオに従って異
なる代替方法を用いる。
【０１４２】
　本明細書に開示される技術によれば、本方法のある１つの実装は、ＲＲＣ＿ＩＤＬＥに
あるＵＥが第１のキャリア周波数にキャンプしているか、またはＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴ
ＥＤにあるＵＥがある１つの在圏セルにおいて第１の周波数でサービスされる場合、ＵＥ
は、Ｄ２Ｄ信号を第２のキャリア周波数で送信するためにモード２のみを用いる。しかし
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ながら、ワイヤレス端末（例えば、ＵＥ）は、ワイヤレス端末がモード２を用いることが
できるか否かをある一定の判定基準に基づいて判断しなければならない。本明細書に記載
されるように、かかる判定基準は、ワイヤレス端末の能力情報を含んでもよい。ノード２
２（例えば、ｅＮｏｄｅＢ）は、ワイヤレス端末に関する能力情報（例えば、「ＵＥ能力
情報」）をノード２２のメモリに記憶していてもよい。あるいは、ワイヤレス端末がＤ２
Ｄ信号の送信のサポートに関するそのＵＥ能力情報をバンドの組み合わせごとにノード２
２に通知してもよい。
【０１４３】
　これらの方法の基本的な点は、単一のワイヤレス端末に対していくつの無線リソース（
ＲＦ）チェーンがサポートされるかに係らず、以下の２つの理由、すなわち、（１）ワイ
ヤレス端末実装の実現性および複雑度；ならびに（２）１つのワイヤレス端末における２
つのＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態は、これらが２つのワイヤレス端末であることを実
際には意味することから、１つだけのＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態が許容されること
である。「無線周波数（ＲＦ）チェーン」は、ワイヤレス端末がいくつのトランシーバを
有しうるか、例えば、いくつのベースバンド信号を処理できるかを本質的に意味する。例
えば、２つのＲＦチェーンをサポートするある１つのワイヤレス端末は、本質的に１つの
ワイヤレス端末デバイス中にコロケートされた２つのワイヤレス端末である。
【０１４４】
　ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態では、ワイヤレス端末は、複数の在圏セルが設定され
てもよい。それゆえに、「第１のキャリア周波数（複数）」が複数の在圏セルのために用
いられるが、単一の在圏セルには「第１のキャリア周波数（単数）」が用いられる。ＲＲ
Ｃ＿ＩＤＬＥでは、ワイヤレス端末は、単一のセルにのみキャンプオンしてもよい。それ
ゆえに、本明細書ではこの段落に記載されるシナリオのいずれかまたはすべてに専門用語
「第１のキャリア周波数」が適用されてもよい。
【０１４５】
　第１のキャリア周波数（単数または複数）は、ワイヤレス端末に対してＷＡＮサービス
のために用いられるキャリア周波数（単数または複数）のセットである。第２のキャリア
周波数（複数）は、ワイヤレス端末に対してＤ２Ｄサービスのために用いられるＤ２Ｄキ
ャリア周波数（単数または複数）のセットである。第２のキャリア周波数（単数または複
数）は、ワイヤレス端末に対してＤ２Ｄ専用であってもよい。第１のキャリア周波数（単
数または複数）は、ワイヤレス端末に対してＤ２ＤおよびＷＡＮによって共有されてもよ
い。ワイヤレス端末に対して第１のキャリア周波数および第２のキャリア周波数は、同じ
セットまたは異なるセットであってもよい。システムの視点からは、１つのワイヤレス端
末が第１の周波数としてある１つの周波数を用いてもよく、別のワイヤレス端末が第２の
周波数としてそれを用いてもよい。システムの視点から、ある１つの周波数がＤ２Ｄに専
用であってもよい。
【０１４６】
　ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態にあるワイヤレス端末は、第１のキャリア周波数（単
数または複数）でサービスされるため、モード１を第１のキャリア周波数（単数または複
数）のみで設定できる。
【０１４７】
　図７から図１５では、マルチキャリア通信状況に関して、ワイヤレス端末から見たＷＡ
ＮおよびＤ２Ｄ上の送受信の状態の例を示す。しかし、本明細書に開示される技術のマル
チキャリア通信への適用性は、これらの例には限定されない。図７は、ＲＲＣ＿ＣＯＮＥ
ＣＴＥＤにあるワイヤレス端末に関するケース・シナリオＭＣＣ＿１．Ａを示す。図８は
、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤにあるワイヤレス端末に関するケース・シナリオＭＣＣ＿
１．Ｂを示す。図９は、ＲＲＣ＿ＣＯＮＥＣＴＥＤにあるワイヤレス端末に関するケース
・シナリオＭＣＣ＿２．Ａを示す。図１０は、ＲＲＣ＿ＣＯＮＥＣＴＥＤにあるワイヤレ
ス端末に関するケース・シナリオＭＣＣ＿２．Ｂを示す。図１１は、ＲＲＣ＿ＣＯＮＥＣ
ＴＥＤにあるワイヤレス端末に関するケース・シナリオＭＣＣ＿３．Ａを示す。図１２は
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、ＲＲＣ＿ＣＯＮＥＣＴＥＤにあるワイヤレス端末に関するケース・シナリオＭＣＣ＿３
．Ｂを示す。図１３は、上記のＷＡＮおよびＤ２Ｄによる周波数の共有を示す。図１４は
、ＲＲＣ＿ＩＤＬＥにあるワイヤレス端末に関するケース・シナリオを示す。図１５は、
ＲＲＣ＿ＩＤＬＥにあるワイヤレス端末に関するケース・シナリオを示す。
【０１４８】
　図７～図１５は、従って、ワイヤレス端末の視点から、ＷＡＮ信号（例えば、ワイヤレ
ス端末とノード２２との間の信号）、および（ワイヤレス端末と別のＤ２Ｄ対応Ｄ２Ｄワ
イヤレス端末との間の）デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）信号を含めて、様々な信号
の送信のタイミングのいくつかのシナリオ例を示す。図７から図１５では、ワイヤレス端
末の視点からＷＡＮおよびＤ２Ｄ上の送受信の条件例が示されるが、条件は、これらの例
に限定されなくてもよい。図７～図１３は、第１の在圏セル（在圏セル＃１）を用いた第
１の周波数上の送受信、第２の在圏セル（在圏セル＃２）を用いた第１の周波数上の送受
信、および非在圏セル（非在圏セル＃３）を用いた第２の周波数上の送受信のうちの１つ
または両方を示す。図１４および図１５は、ＲＲＣ＿ＩＤＬＥモードに係る送信、従って
、キャンプされたセルを用いた送信を示す。
【０１４９】
　このように「マルチキャリア通信」は、次の意味／シナリオを含む、すなわち、
　－シナリオＭＣＣ＿１：ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤにあるワイヤレス端末に関して、
ＷＡＮ信号を第１のキャリア周波数（単数または複数）で送信し、Ｄ２Ｄ信号を第２のキ
ャリア周波数（単数または複数）で送信する。シナリオＭＣＣ＿１の２つのケースは、Ｍ
ＣＣ＿１．ＡおよびＭＣＣ＿１．Ｂである。図７に示される、ケースＭＣＣ＿１．Ａは、
同時送信、例えば、時間重複送信を備え、かつサポートする。図８に示される、ケースＭ
ＣＣ＿１．Ｂは、時間重複を備えないかまたはサポートせず、従って、所定の時間に第１
または第２のいずれかのキャリア周波数での送信がサポートされるが、両方はサポートさ
れない。
　－シナリオＭＣＣ＿２：ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤにあるワイヤレス端末に関して、
ＷＡＮ信号を第１のキャリア周波数（単数または複数）で受信し、Ｄ２Ｄ信号を第２のキ
ャリア周波数（単数または複数）で送信する。シナリオＭＣＣ＿２の２つのケース例は、
ＭＣＣ＿２．ＡおよびＭＣＣ＿２．Ｂである。図９に示される、ケースＭＣＣ＿２．Ａは
、同時受信および送信（時間重複受信）を備えるか、またサポートする。図１０に示され
る、ケースＭＣＣ＿２．Ｂは、時間重複をサポートせず、従って、所定の時間に第１のキ
ャリア周波数（単数または複数）での受信かまたは第２のキャリア周波数（単数または複
数）での送信のいずれかがサポートされる。
　－シナリオＭＣＣ＿３：ＷＡＮ信号を第１のキャリア周波数（単数または複数）で受信
および／または送信し、Ｄ２Ｄ信号を第２のキャリア周波数（単数または複数）で送信す
る。シナリオＭＣＣ＿３に関して、ワイヤレス端末は、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤにあ
る。シナリオＭＣＣ＿３の２つのケース例は、シナリオＭＣＣ＿３．ＡおよびＭＣＣ＿３
．Ｂである。図１１に示される、ケースＭＣＣ＿３．Ａは、同時受信／送信、および第１
の周波数（単数または複数）および第２の周波数（単数または複数）での送信（例えば、
時間重複送信）を備えるか、またサポートする。図１２に示される、ケースＭＣＣ＿３．
Ｂは、時間重複をサポートせず、従って、所定の時間に第１のキャリア周波数（単数また
は複数）での受信／送信または第２のキャリア周波数（単数または複数）での送信のいず
れかがサポートされる。
　－シナリオＭＣＣ＿４：第１のキャリア周波数（単数または複数）および第２のキャリ
ア周波数（単数または複数）での通信。図１３には、シナリオＭＣＣ＿４、（例えば）Ｗ
ＡＮ信号およびＤ２Ｄ信号の両方がある１つのキャリア周波数（例えば、在圏セル＃２か
らの第１のキャリア周波数）を共有する「共有」ケースが示される。
　－シナリオＭＣＣ＿５：図１６に示されるようにワイヤレス端末がＲＲＣ＿ＩＤＬＥに
ある複数のＲＦを用いた通信。
　－シナリオＭＣＣ＿６：図１６に示されるようにワイヤレス端末がＲＲＣ＿ＩＤＬＥに
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あり、Ｄ２Ｄ信号を追加のＲＦによって第２の周波数（単数または複数）で送信する。
【０１５０】
　本明細書に開示される技術の一態様として、上記の選択肢のサポートに関するワイヤレ
ス端末の能力情報がバンドの組み合わせごとにワイヤレス端末からｅＮｏｄｅＢへ通知さ
れてもよい。この点について、図１Ｇの実施形態およびモード例のタリフ・コントローラ
５０は、マルチキャリア通信能力レポート発生器５０Ｄとしても知られる、マルチキャリ
ア通信能力レポート・ロジック５０Ｄを備える。従って、図１Ｇのワイヤレス端末は、複
数の周波数バンドを備えるマルチキャリア通信をサポートするためのワイヤレス端末の能
力の指示を発生させるように設定されたプロセッサを含む。図１Ｇは、ＵＥマルチキャリ
ア通信能力の指示６４が図１Ｇにおける矢印により示されるようにワイヤレス端末によっ
てノード２２へ提供されることを示す。このように、ワイヤレス端末のタリフ・コントロ
ーラ５０、延いてはプロセッサ４０は、複数の周波数バンドの組み合わせに対してＤ２Ｄ
通信の送信をサポートすることに関する能力情報を発生させるように設定される。トラン
シーバ４２は、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信を別のワイヤレス端末、例えば
、ワイヤレス端末２６２へ送信するときに、能力情報をノード２２へ送信し、複数の周波
数バンドのうちの少なくとも１つをデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信のために用
いる。
【０１５１】
　ワイヤレス端末のそれらに対する能力がＵＥマルチキャリア通信能力指示６４でノード
へ通信されてもよいＤ２Ｄリソースアロケーション技術または方法は、以下を備える、す
なわち、
　－ＵＥが第１のキャリア周波数（単数または複数）でＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態
にあり、ＵＥがＤ２Ｄ通信およびマルチキャリア通信が可能であり、ＵＥがＤ２Ｄ信号を
第２のキャリア周波数で送信することに関心がある場合、ＵＥは、Ｄ２Ｄ信号を第２のキ
ャリア周波数（単数または複数）で送信するためにモード２のみを用いる。第２のキャリ
ア周波数で、ＵＥは、ＵＥがモード２を用いることができるか否かを単一キャリア周波数
条件に基づいて判断してもよい。
　－ＵＥが第１のキャリア周波数（単数または複数）でリソースアロケーション・モード
１を用いたＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態にあり、ＵＥがマルチキャリア通信が可能で
あり、ＵＥが別のＤ２Ｄ信号を第２のキャリア周波数（単数または複数）で送信すること
に関心がある場合、ＵＥは、Ｄ２Ｄ信号を第２のキャリア周波数（単数または複数）で送
信するためにモード２のみを用いる。第２のキャリア周波数（単数または複数）で、ＵＥ
は、ＵＥがモード２を用いることができるか否かを単一キャリア周波数条件に基づいて判
断してもよい。
　－ＵＥが第１のキャリア周波数（単数または複数）でリソースアロケーション・モード
１を用いたＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態にあり、ＵＥがマルチキャリア通信が可能で
あり、ＵＥが別のＤ２Ｄ信号を第２のキャリア周波数（単数または複数）で送信すること
に関心がある場合、ＵＥは、そのＤ２Ｄ信号を第２のキャリア周波数（単数または複数）
で任意のモードを用いて送信することを禁止される（同時Ｄ２Ｄ送信が許容されない）。
　－ＵＥが第１のキャリア周波数（単数または複数）でリソースアロケーション・モード
２を用いたＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態にあり、ＵＥがマルチキャリア通信が可能で
あり、ＵＥが別のＤ２Ｄ信号を第２のキャリア周波数（単数または複数）で送信すること
に関心がある場合、ＵＥは、そのＤ２Ｄ信号を第２のキャリア周波数（単数または複数）
で送信するためにモード２のみを用いる。第２のキャリア周波数（単数または複数）で、
ＵＥは、ＵＥがモード２を用いることができるか否かを単一キャリア周波数条件に基づい
て判断してもよい。
　－ＵＥが第１のキャリア周波数（単数または複数）でリソースアロケーション・モード
２を用いたＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態にあり、ＵＥがマルチキャリア通信が可能で
あり、ＵＥが別のＤ２Ｄ信号を第２のキャリア周波数（単数または複数）で送信すること
に関心がある場合、ＵＥは、そのＤ２Ｄ信号を第２のキャリア周波数（単数または複数）
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で任意のモードを用いて送信することを禁止される（同時Ｄ２Ｄ送信が許容されない）。
　－ＵＥがＲＲＣ＿ＩＤＬＥ状態にあり、第１のキャリア周波数にキャンプオンし、ＵＥ
がＤ２Ｄ通信およびマルチキャリア通信が可能であり、ＵＥがＤ２Ｄ信号を第２のキャリ
ア周波数（単数または複数）で送信することに関心がある場合、ＵＥは、Ｄ２Ｄ信号を第
２のキャリア周波数で送信するためにモード２のみを用いる。第２のキャリア周波数（単
数または複数）で、ＵＥは、ＵＥがモード２を用いることができるか否かを単一キャリア
周波数条件に基づいて判断してもよい。
　－ＵＥがリソースアロケーション・モード２を用いたＲＲＣ＿ＩＤＬＥ状態にあり、第
１のキャリア周波数にキャンプしており、ＵＥがマルチキャリア通信が可能であり、ＵＥ
が別のＤ２Ｄ信号を第２のキャリア周波数で送信することに関心がある場合、ＵＥは、Ｄ
２Ｄ信号を第２のキャリア周波数で送信するためにモード２のみを用いる。第２のキャリ
ア周波数（単数または複数）で、ＵＥは、ＵＥがモード２を用いることができるか否かを
単一キャリア周波数条件に基づいて判断してもよい。
　－ＵＥがリソースアロケーション・モード２を用いたＲＲＣ＿ＩＤＬＥ状態にあり、第
１のキャリア周波数にキャンプしており、ＵＥがマルチキャリア通信が可能であり、ＵＥ
が別のＤ２Ｄ信号を第２のキャリア周波数（単数または複数）で送信することに関心があ
る場合、ＵＥは、そのＤ２Ｄ信号を第２のキャリア周波数（単数または複数）で任意のモ
ードを用いて送信することを禁止される（同時Ｄ２Ｄ送信が許容されない）。
【０１５２】
　以上のことからわかるのは、先にリストされた技術に含まれるように、ワイヤレス端末
が（１）ＲＲＣ＿ＩＤＬＥモードにあり、第１のキャリア周波数にキャンプオンしている
か、または（２）ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードにあり、第１のキャリア周波数で、
ある１つの在圏セルによってサービスされているかのいずれかのときに、ワイヤレス端末
がデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）信号を第２のキャリア周波数で別のＤ２Ｄ対応ワ
イヤレス端末へ送信するためにワイヤレス端末自律的選択デバイス・ツー・デバイス（Ｄ
２Ｄ）無線リソースのみを用いるべきかどうかの判断を行うように、図１Ｇのワイヤレス
端末のプロセッサが設定されることである。
【０１５３】
　先に説明されたように、マルチキャリア通信では、複数の周波数バンドが第１の周波数
のキャリアおよび第２の周波数のキャリアを備えてもよい。それゆえに、図１Ｇの実施形
態およびモードにおいて、プロセッサ４０は、ワイヤレス端末がマルチバンド周波数に利
用するのに相応しい１つ以上のリソースアロケーション技術の決定を行ってもよい。さら
にまた、上述の技術のリスティングから理解されるのは、プロセッサが、ワイヤレス端末
の無線リソース制御状態；および第１の周波数のキャリアに割り当てられた無線リソース
のタイプのうちの１つ以上に基づいて１つ以上のリソースアロケーション技術の決定を行
ってもよいことである。
【０１５４】
　能力指示６４は、ワイヤレス端末がマルチバンド周波数に利用するのに相応しい１つ以
上のリソースアロケーション技術（例えば、先にリストされた技術）の指示を備えてもよ
い。
【０１５５】
　Ｈ．ハードウェア実装
【０１５６】
　図１Ｈは、図１Ａ～図１Ｈのあらゆる実施形態およびモード例の無線通信ネットワーク
の実施形態例をさらに詳細に示す。当然のことながら、図１Ｈは、ノード２２および第１
のワイヤレス端末２６１が構造的および／または機能的にどのように実施されてもよいか
の一実装例であるに過ぎない。図１Ａ～図１Ｈの実施形態およびモード例は、好ましくは
電子機器を用いて実装される。ノード２２は、ノード電子機器６６を備え；第１のワイヤ
レス端末２６１は、端末電子機器６８を備える。図１Ａ～図１Ｈでは、ノード２２および
第１のワイヤレス端末２６１の破線でフレーム付けされた様々なユニットおよび機能性が
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、それぞれノード電子機器６６および端末電子機器６８によって実装される。何がノード
「電子機器」を備えるかは、図５を参照してさらに詳細に考察される。
【０１５７】
　図１Ｈの実施形態例において、ノード２２は、フレーム・プロセッサとしても知られる
ノード・プロセッサ３０、およびノード送信機３２を備える。ノード送信機３２は、典型
的に、複数のアンテナ３２Ａを含む。ノード・プロセッサ３０は、ノード・スケジューラ
７０およびノード・フレーム・ハンドラ７２を備えることがさらに詳細に示される。基本
的に、ノード・スケジューラ７０は、ノード送信機３２によってノード２２から第１のワ
イヤレス端末２６１へ（ならびに他のワイヤレス端末へ）下りリンク（ＤＬ）上で送信さ
れることになる情報を、フレーム中に、準備またはフォーマットする。ノード・フレーム
・ハンドラ７２は、例えば、ワイヤレス端末、例えば、第１のワイヤレス端末２６１から
上りリンク上のフレームで受信された情報を処理する役割を果たす。
【０１５８】
　第１のワイヤレス端末２６１は、端末プロセッサ４０および端末トランシーバ４２を備
える。端末トランシーバ４２は、典型的に、複数のアンテナ４２Ａを含む。図１Ｈの第１
のワイヤレス端末２６１の端末プロセッサ４０は、フレーム・プロセッサとしても知られ
、端末スケジューラ８０および端末フレーム・ハンドラ８２を備える。端末フレーム・ハ
ンドラ８２は、ノード２２から無線インターフェース２４を通じて受信されるようなフレ
ームの下りリンク（ＤＬ）部分を解析する。端末スケジューラ８０は、ノード２２への送
信のため、または、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信のケースでは、ワイヤレス
端末２６２のような他のワイヤレス端末への送信のための上りリンク・フレームを準備す
る。
【０１５９】
　第１のワイヤレス端末２６１は、実行可能なアプリケーション８４および１つ以上のユ
ーザインターフェース（ＧＵＩ）８６も備える。ユーザインターフェース（ＧＵＩ）８６
は、実行可能なアプリケーション８４のうちの１つ以上とともに動作するか、またはそれ
と対話するために用いられてもよい。アプリケーション８４のうちの１つ以上は、実行さ
れたときに、別のワイヤレス端末、例えば、第２のワイヤレス端末２６２とのデバイス・
ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信をプロンプトするか、または伴ってもよい。ある１つのア
プリケーションによってデバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信が起動または開始され
たときに、端末Ｄ２Ｄコントローラ５０は、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）通信を
監督または制御する。
【０１６０】
　上述されたのは、破線でフレーム付けされたノード２２のある一定のユニットおよび機
能性が、ある１つの実施形態例において、ノード電子機器６６によって実装されることで
ある。同様に、破線でフレーム付けされた第１のワイヤレス端末２６１のある一定のユニ
ットおよび機能性は、ある１つの実施形態例において、端末電子機器６８によって実装さ
れる。図５は、かかる電子機器の例が、ノード電子機器６６かまたは端末電子機器６８か
に係らず、１つ以上のプロセッサ９０、プログラム命令メモリ９２；他のメモリ９４（例
えば、ＲＡＭ、キャッシュなど）；入力／出力インターフェース９６；周辺インターフェ
ース９８；サポート回路９９；および前述のユニット間の通信用のバス１００を備えるこ
とを示す。
【０１６１】
　メモリ９４、またはコンピュータ可読媒体は、容易に入手できるメモリ、例えば、ラン
ダムアクセスメモリ（ＲＡＭ：ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、リードオ
ンリメモリ（ＲＯＭ：ｒｅａｄ　ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）、フロッピーディスク、ハー
ドディスク、フラッシュメモリ、または任意の他の形態のローカルもしくはリモート・デ
ジタル記憶装置のうちの１つ以上であってもよく、好ましくは不揮発性である。サポート
回路９９は、従来の仕方でプロセッサをサポートするためにプロセッサ９０に結合される
。これらの回路は、キャッシュ、電源、クロック回路、入力／出力回路素子およびサブシ
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ステムなどを含む。
【０１６２】
　リソース・モード・カウンタ６０は、任意の適切な構造によって、例えば、所定のアイ
ドル状態遷移からの時間の経過を適度に正確に検出するタイマ（例えば、クロックダウン
・タイマ）または他のイベントカウンタによって実現されてもよい。ある１つの実装例で
は、初期値にセットされて、それがデクリメントされるタイマが活用される。代わりに、
カバレッジ外を判断するために、所定の状態遷移が活用された後に、最大タイムアウト値
に到達するカウントアップ・タイマが用いられてもよい。
【０１６３】
　本明細書に開示される技術によれば、任意セル選択状態への（正常キャンプ状態から任
意セル選択状態、任意セルへのキャンプオン状態から任意セル選択状態への）任意の状態
遷移の際に、ワイヤレス端末は、リソース・モード・カウンタ６０を開始するものとする
。非Ｄ２Ｄ周波数上の正常キャンプへの任意の状態遷移の際に、ワイヤレス端末は、リソ
ース・モード・カウンタ６０が作動していないかまたは終了していなければ、それを開始
するものとする。非Ｄ２Ｄ周波数上の任意セルへのキャンプオンへの任意の状態遷移の際
に、ワイヤレス端末は、リソース・モード・カウンタ６０が作動していないかまたは終了
していなければ、それを開始するものとする。（オプション機能としての）さらなる安全
性に関しては、ロバスト性を提供するために、任意セル選択状態への任意の状態遷移の際
に、非Ｄ２Ｄ周波数上の正常キャンプへの任意の状態遷移の際に、または非Ｄ２Ｄ周波数
上の任意セルへのキャンプオンへの任意の状態遷移の際に、ワイヤレス端末は、カウンタ
６０が作動していれば、カウンタ６０をリスタートするようにトリガされてもよい。
【０１６４】
　本明細書に開示される技術は、キャンピング手順が基本的に下りリンク受信電力に基づ
くため、カバレッジ外状態を下りリンク受信電力に基づいて判断することを含めて、多く
の利益を提供する。加えて、リソース・モード・カウンタ６０のようなカウンタは、現在
のネットワーク、例えば、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）ネットワーク内
に容易に実装される。なおさらに、レガシー・ロング・ターム・エボリューション（ＬＴ
Ｅ）仕様および現在のセルラサービスの両方に対する影響が最小限に抑えられる。
【０１６５】
　本開示の実施形態のプロセスおよび方法は、ソフトウェアルーチンとして実装されるこ
とが考察されたが、そこに開示される方法ステップのいくつかは、ハードウェア、ならび
にソフトウェアを実行するプロセッサによって行われてもよい。そのように、これらの実
施形態は、コンピュータシステム上で実行されるようなソフトウェアで、特定用途向け集
積回路もしくは他のタイプのハードウェア実装のようなハードウェアで、またはソフトウ
ェアとハードウェアとの組み合わせで実装されてもよい。本開示の実施形態のソフトウェ
アルーチンは、任意のコンピュータ・オペレーティング・システム上で実行することが可
能であり、任意のＣＰＵアーキテクチャを用いて行うことができる。
【０１６６】
　「コンピュータ」、「プロセッサ」または「コントローラ」としてラベル付けまたは記
載されるものを含むがそれらには限定されない、機能ブロックを含んだ様々な要素の機能
は、ハードウェア、例えば、回路ハードウェアおよび／またはコンピュータ可読媒体上に
記憶されたコード化命令の形態のソフトウェアを実行可能なハードウェアの使用を通じて
提供されてもよい。このように、かかる機能および示された機能ブロックは、ハードウェ
ア実装されるか、および／またはコンピュータ実装されるかのいずれかであり、延いては
機器実装されると理解すべきである。
【０１６７】
　ハードウェア実装の観点から、機能ブロックは、限定なしに、デジタル信号プロセッサ
（ＤＳＰ：ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）ハードウェア、縮小命
令セット・プロセッサ、特定用途向け集積回路（単数または複数）［ＡＳＩＣ：ａｐｐｌ
ｉｃａｔｉｏｎ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ］、および
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ｌｄ　ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｇａｔｅ　ａｒｒａｙ）を含むがそれらには限定され
ないハードウェア（例えば、デジタルまたはアナログ）回路素子、ならびに（適切な場合
）かかる機能を実行することが可能なステートマシンを含むか、または包含してもよい。
【０１６８】
　コンピュータ実装の観点から、コンピュータは、１つ以上のプロセッサまたは１つ以上
のコントローラを備えると一般的に理解され、用語コンピュータおよびプロセッサならび
にコントローラは、本明細書では同義で使用される。コンピュータもしくはプロセッサま
たはコントローラによって提供されるとき、機能は、単一の専用コンピュータもしくはプ
ロセッサまたはコントローラによって、単一の共有コンピュータもしくはプロセッサまた
はコントローラによって、あるいはそれらのいくつかが共有または分散された、複数の個
別コンピュータもしくはプロセッサまたはコントローラによって提供されてもよい。その
うえ、用語「プロセッサ」または「コントローラ」の使用は、かかる機能を行うか、およ
び／またはソフトウェアを実行することが可能な他のハードウェア、例えば、先に列挙さ
れたハードウェアの例も指すと解釈するものとする。
【０１６９】
　エアインタフェースを用いて通信するノードも、適切な無線通信回路素子を有する。そ
のうえ、本技術は、本明細書に記載される技術をプロセッサに実施させるであろうコンピ
ュータ命令の然るべきセットを含んだ、固体メモリ、磁気ディスク、または光ディスクの
ような、任意の形態のコンピュータ可読メモリ内で専ら具現されると追加的に考えること
ができる。
【０１７０】
　本明細書に記載されるコンセプトに用いられるいくつかの専門用語は、例えば、３ＧＰ
Ｐ技術規格のような、より最近の業界資料では更新または変更されている。上述のように
、「デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）」は、今や「サイドリンク・ディレクト」とも
称される。いくつかの他の専門用語も変更されており、下の表１に部分的なリスティング
が示される。
【０１７１】
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【表１】

【０１７２】
　先の記載は、多くの特殊性を含むが、これらは、本明細書に開示される技術の範囲を限
定すると解釈すべきではなく、本明細書に開示される技術の現在好ましい実施形態のいく
つかの例示を提供するに過ぎないと解釈すべきである。それゆえに、当然のことながら、
本明細書に開示される技術の範囲は、当業者に明らかになりうる他の実施形態を十分に包
含し、本明細書に開示される技術の範囲は、それに応じて不当に限定されるべきではない
。添付の特許請求の範囲において、単数形での要素の参照は、明示的にそのように明記さ
れない限り、「唯一」ではなく、むしろ「１つ以上」を意味することが意図される。上記
の好ましい実施形態の要素に対する当業者には既知のすべての構造的および機能的等価物
は、特許請求の範囲に明示的に包含される。そのうえ、本明細書に開示される技術によっ
て解決することが求められるそれぞれの問題への対処は、本明細書に包含されることにな
るため、ある１つのデバイスまたは方法がそれに対処する必要はない。さらに、本開示に
おける要素、構成部分、または方法ステップは、その要素、構成部分、または方法ステッ
プが特許請求の範囲に明示的に列挙されるかどうかに係らず、公衆に提供されることは意
図されない。
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